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文
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阿
部　

剛

北
海
道
に
お
け
る
徴
兵
制
の
展
開

─
「
国
民
皆
兵
」の
虚
実

─

は
じ
め
に

日
本
の
徴
兵
制
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
徴
兵
令
が
「
常
備
兵
免
役
概
則
」
で
規
定
し
た
各
種
免
役
条
項
の
数

度
の
改
廃
を
経
て
、
明
治
二
十
二
年
の
徴
兵
令
大
改
訂
に
よ
り
「
国
民
皆
兵
」
の
原
則
を
確
立
し
た（

1
）。
こ
こ
に
、
兵

役
は
、「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
兵
役
ノ
義
務
ヲ
有
ス
」
と
帝
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
必
任
義

務
徴
兵
制
に
も
と
づ
く
一
般
兵
役
義
務
と
し
て
、
帝
国
臣
民
た
る
男
子
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
一
般
兵
役
義
務
は
、
国
民
が
自
ら
の
意
思
に
よ
り
自
発
的
に
兵
役
を
担
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
兵
役
義
務
観
念
の

社
会
へ
の
浸
透
を
前
提
に
、
は
じ
め
て
成
立
し
得
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
民
皆
兵
主
義
に
も
と
づ
く
制
度
の
公
平
な
運
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用
に
よ
り
、
兵
役
義
務
負
担
を
均
等
化
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
江
志
乃
夫
は
、
こ
の
「
国

民
皆
兵
」
原
則
の
中
に
、
貧
富
の
差
に
よ
る
著
し
い
兵
役
の
不
公
平
と
、
徴
兵
検
査
で
の
身
体
上
の
区
分
に
由
来
す
る
不

公
平
が
存
在
し
、
平
時
に
お
い
て
は
徴
兵
検
査
を
受
け
た
壮
丁
の
七
割
以
上
が
兵
営
生
活
の
強
制
か
ら
免
れ
て
い
た
こ
と

を
、
国
民
皆
兵
の
矛
盾
と
し
て
指
摘
し
た（

2
）。
ま
た
菊
池
邦
作
は
、
明
治
二
十
二
年
の
徴
兵
令
大
改
訂
以
降
も
、「
富
者
」

の
特
権
と
し
て
残
さ
れ
た
中
学
校
以
上
の
在
学
者
に
対
す
る
徴
集
猶
予
や
一
年
志
願
兵
制
度
に
由
来
す
る
兵
員
徴
集
の
不

平
等
な
構
造
に
、
徴
兵
忌
避
の
最
大
の
理
由
を
求
め
た（

3
）。
い
わ
ば
戦
後
歴
史
学
は
、「
天
皇
の
軍
隊
」
の
階
級
的
性

格
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
国
民
皆
兵
主
義
が
虚
構
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
徴
兵
制
度
に
生
じ
て
い
た
不
公
平
性
は
、
こ
う
し
た
社
会
階
層
に
も
と
づ
く
格
差
だ
け
に
由
来
す
る

も
の
で
は
な
い
。
拙
稿
「
兵
役
負
担
の
地
域
的
偏
在
」（

4
）
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
国
民
の
兵
役
負
担
に
は
、
陸
軍

管
区
に
規
制
さ
れ
た
徴
兵
区
の
あ
り
か
た
と
、
都
市
と
農
村
と
の
間
に
存
在
し
た
階
層
的
格
差
に
よ
り
生
じ
た
地
域
的
偏

在
と
も
い
う
べ
き
不
平
等
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
典
型
は
、
徴
兵
令
の
適
用
が
遅
れ
た
沖
縄
県
と
北
海
道
で
あ
る
。
特

に
後
者
は
、
大
江
や
菊
池
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る（

5
）
よ
う
に
、
人
口
希
少
で
産
業
の
定
着
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
だ

け
に
、
兵
役
よ
り
も
開
拓
事
業
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
で
、
徴
兵
制
度
の
枠
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と

は
、「
国
民
皆
兵
」
と
い
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
階
層
的
格
差
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
地
域
間
格

差
と
も
い
う
べ
き
不
平
等
を
、
北
海
道
と
他
府
県
と
の
間
に
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
必
任
義
務
徴
兵
制
を
実
質
的

な
制
度
と
す
る
た
め
に
は
、
全
国
一
円
に
徴
兵
令
を
施
行
す
る
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
例
外
地
域
を
解
消
し
、
国
民
の
兵
役

義
務
負
担
に
お
い
て
均
質
な
空
間
を
創
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。

北
海
道
に
お
け
る
徴
兵
制
は
、
明
治
二
十
九
年
の
渡
島
・
後
志
・
胆
振
・
石
狩
へ
の
徴
兵
令
施
行
と
、
明
治
三
十
一
年
の
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残
る
七
カ
国
へ
の
拡
大
に
よ
り
制
度
的
確
立
を
み
た
。
徴
兵
令
は
、
す
で
に
函
館
周
辺
の
一
部
に
適
用
さ
れ
て
い
た
が（

6
）、

明
治
二
十
一
年
制
定
の
陸
軍
管
区
表
が
「
北
海
道
ハ
管
区
制
定
ニ
至
ル
迄
第
二
師
管
第
四
旅
団
青
森
大
隊
区
ニ
属
ス
」
と

定
め
て
い
た
よ
う
に
、
師
管
区
域
の
設
定
を
と
も
な
う
本
格
的
な
施
行
は
見
送
ら
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
一
年
の
全
道
施

行
を
も
っ
て
、
他
府
県
と
同
様
の
徴
兵
制
度
下
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
開
拓
地
北
海
道
と
他
府
県
に
生
じ
て
い
た
地
域
間
格
差
と
も
い
う
べ
き
問
題
は
、
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
明
治
二
十
九
年
の
徴
兵
令
に
は
、
本
論
で
も
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
屯
田
兵
を
含
む
開
拓
者
へ
の
徴
集
猶
予
・
免

除
規
定
が
設
け
ら
れ
、
開
拓
事
業
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
徴
兵
検
査
を
受
検
す
べ
き
当
年

適
齢
者
に
お
い
て
、
転
籍
に
よ
る
徴
兵
忌
避
や
所
在
不
明
者
が
多
発
し
た
こ
と
は
、
北
海
道
が
依
然
と
し
て
兵
役
か
ら
逃

れ
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
国
家
が
社
会
に
兵
役
義
務
観
念
を
浸
透

さ
せ
よ
う
と
す
る
際
、
そ
の
梃
子
と
な
る
べ
き
郷
土
部
隊
は
、
第
七
師
団
が
明
治
年
間
を
通
じ
て
関
東
以
北
出
身
者
の
混

成
部
隊
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、徴
兵
令
施
行
当
初
の
北
海
道
で
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
は
、

北
海
道
の
開
拓
地
と
し
て
の
特
殊
性
に
由
来
し
て
お
り
、
徴
兵
令
施
行
以
後
も
、
先
に
指
摘
し
た
地
域
間
格
差
が
な
お
解

消
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

本
論
文
は
、
こ
う
し
た
北
海
道
を
場
と
し
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
一
般
兵
役
義
務
の
成
立
過
程
を
実
態
に
即
し
て
検

証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
北
海
道
が
徴
兵
令
の
施
行
と
そ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
開
拓
地
ゆ
え

に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
諸
問
題
に
対
し
、
国
家
が
い
か
な
る
対
策
を
講
じ
た
の
か
、
ま
た
は
講
じ
得
な
か
っ
た

の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
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一　

徴
兵
令
の
施
行

日
清
戦
争
中
の
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
十
月
、
陸
軍
管
区
表
が
改
正
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
管
区
制
定
が
見
送
ら
れ

て
い
た
北
海
道
に
第
七
師
管
が
設
置
さ
れ
た
。
さ
ら
に
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
十
九
年
三
月
、
陸
軍
は
六
個
師
団
の
増
設

を
含
む
常
備
団
隊
配
備
表
の
改
正
を
行
い
、
第
七
か
ら
第
十
二
ま
で
の
各
師
団
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
こ
に
創
設
な
っ
た
第

七
師
団
は
、
日
清
戦
争
時
に
屯
田
兵
か
ら
編
成
さ
れ
た
臨
時
第
七
師
団
を
改
編
し
た
も
の
で
、
当
初
札
幌
に
師
団
司
令
部

が
置
か
れ
た（

7
）。
こ
れ
に
と
も
な
い
同
年
に
は
、
従
来
の
道
南
一
部
地
域
に
加
え
、
新
た
に
渡
島
・
後
志
・
胆
振
・
石

狩
の
四
カ
国
へ
徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

徴
兵
令
の
施
行
を
定
め
た
明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
二
十
六
号
は
、
開
拓
に
配
慮
し
、
次
の
よ
う
な
条
文
を
設
け
て
い

た
。

第
二
条　

前
条
ノ
徴
兵
令
施
行
地
（
渡
島
・
後
志
・
胆
振
・
石
狩
）
ニ
転
籍
移
住
シ
開
墾
其
ノ
他
一
定
ノ
生
業
ニ
従

事
ス
ル
者
ハ
転
籍
移
住
ノ
後
五
箇
年
ニ
満
ツ
ル
年
迄
徴
集
ヲ
猶
予
ス
但
転
籍
移
住
ノ
後
前
条
ノ
区
域
外
ニ

転
籍
シ
更
ニ
転
籍
移
住
シ
タ
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス

第
三
条　

屯
田
兵
ノ
戸
籍
内
ニ
在
ル
者
ハ
徴
集
ヲ
免
除
ス

第
二
条
の
徴
集
猶
予
規
定
は
、
北
海
道
を
対
象
と
し
た
地
域
的
な
特
例
で
、
開
拓
に
従
事
す
る
者
に
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た（

8
）。
条
文
中
に
「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
者
」
と
の
要
件
を
設
け
た
の
は
、
適
用
者
に
単
に
転
籍
だ
け
で

は
な
く
、
実
際
の
居
住
を
求
め
る
こ
と
で
、
徴
兵
忌
避
を
目
的
と
し
た
転
籍
防
止
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
条
の
制
定
意
図
は
、
明
治
二
十
八
年
八
月
に
陸
軍
大
臣
大
山
巌
が
首
相
伊
藤
博
文
に
提
出
し
た
、
勅
令
第
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百
二
十
六
号
、
同
百
五
十
四
号
案
に
添
付
さ
れ
た
理
由
書
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る（

9
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
四
カ
国
へ

の
徴
兵
令
施
行
に
つ
い
て
、
す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
た
道
南
一
部
地
域
の
壮
丁
の
み
で
は
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
第
七
師

管
の
常
備
隊
、
つ
ま
り
第
七
師
団
の
兵
員
を
確
保
で
き
ず
、
施
行
地
域
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
と
そ
の
理
由
を

説
明
し
て
い
る
。
こ
の
四
カ
国
に
つ
い
て
は
、「
人
口
（
男
口
以
下
同
シ
）
ハ
実
ニ
十
六
万
余
ニ
シ
テ
、
全
道
人
口
ノ
約

六
分
ノ
五
ヲ
占
ム
ル
カ
故
ニ
、
明
治
二
十
九
年
ヨ
リ
置
カ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
常
備
隊
ニ
充
ツ
ヘ
キ
兵
員
ヲ
徴
集
ス
ル
ニ
足
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
人
口
ニ
対
ス
ル
徴
員
ノ
割
合
モ
内
地
ニ
於
ケ
ル
徴
員
ノ
割
合
ト
概
其
均
衡
ヲ
得
」と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

渡
島
・
後
志
の
二
カ
国
に
つ
い
て
は
、
移
民
・
産
業
の
景
況
が
内
地
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
、
胆
振
・
石
狩
は
「
未

タ
徴
兵
令
ヲ
全
然
施
行
シ
得
ル
ノ
程
度
ニ
達
セ
サ
ル
ノ
部
分
」
が
あ
る
た
め
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
第
二
条
・
第
三
条

の
特
例
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
拓
殖
事
業
を
阻
害
せ
ぬ
よ
う
配
慮
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
条
の
徴
集

猶
予
は
、
主
と
し
て
胆
振
・
石
狩
二
カ
国
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
第
三
条
屯
田
兵
の
戸
籍
内
に
あ

る
者
に
対
し
て
は
、
三
十
年
間
兵
役
の
任
務
を
帯
び
、
さ
ら
に
開
拓
の
義
務
を
負
う
た
め
、
徴
集
を
免
除
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
書
に
つ
い
て
『
新
旭
川
市
史
』（
二
〇
〇
六
）
は
、「
こ
の
四
カ
国
の
壮
丁
の
徴
集
で
第
七
師
団

の
兵
員
が
確
保
で
き
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
」
と
し
て
い
る（

10
）。

し
か
し
、
理
由
書
に
添
付
さ
れ
た
「
北
海
道
常
設
隊
徴
集
人
員
表
」
に
よ
る
明
治
二
十
九
年
以
降
の
徴
集
人
員
予
定
数

と
、
実
際
に
第
七
師
管
か
ら
徴
集
さ
れ
た
兵
員
数
に
は
著
し
い
差
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
北
海
道
常
設
隊
」

な
る
も
の
が
、
常
設
師
団
の
平
時
編
制
と
は
異
な
り
、
歩
兵
大
隊
一
・
砲
兵
大
隊
一
・
工
兵
中
隊
一
を
も
っ
て
編
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
実
際
、
第
七
師
団
は
、
明
治
二
十
九
年
三
月
改
正
の
陸
軍
常
備
団
隊
配
備
表
に
、
独
立
歩
兵
大
隊

一
・
野
戦
砲
兵
大
隊
一
・
独
立
工
兵
中
隊
一
に
、
屯
田
歩
兵
大
隊
四
を
加
え
て
編
成
す
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
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師
団
を
充
足
す
る
に
足
る
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
稿
の
問
題
関
心
に
即
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
明
治
二
十
九

年
の
段
階
で
、
陸
軍
省
が
「
北
海
道
常
設
隊
」
の
編
成
が
完
結
す
る
明
治
三
十
六
年
ま
で
、
内
地
と
同
じ
編
制
の
師
団
を

設
置
す
る
と
い
う
計
画
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、少
な
く
と
も
明
治
三
十
六
年
ま
で
、

陸
軍
省
が
徴
兵
令
の
全
道
施
行
を
企
図
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

徴
兵
令
施
行
の
勅
令
公
布
後
ま
も
な
く
、
関
係
各
所
よ
り
主
に
徴
集
猶
予
規
定
の
運
用
に
関
す
る
疑
義
が
提
起
さ
れ

た
。
こ
の
内
、
明
治
二
十
八
年
十
月
、
当
時
の
屯
田
兵
参
謀
長
で
後
に
第
七
師
団
初
代
参
謀
長
と
な
る
浅
田
信
興
か
ら
、

陸
軍
省
へ
「
北
海
道
徴
兵
令
施
行
規
程
第
二
条
ニ
付
」
と
し
て
示
さ
れ
た
疑
義
は（

12
）、
①
「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
者
」

に
対
す
る
徴
集
猶
予
は
一
家
に
与
え
ら
れ
る
も
の
か
、
ま
た
は
個
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の
か
、
②
「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事

表1　明治29年以降の徴集予定人員

年　次 a b
明治 29 年 1896 67 239
明治 30 年 1897 67 304
明治 31 年 1898 188 359
明治 32 年 1899 191 652
明治 33 年 1900 188 −
明治 34 年 1901 189 876
明治 35 年 1902 191 909
明治 36 年 1903 188 1,000

註　ｂのうち、明治31年までは第7師団以外への入営者も含む。
それ以降は第7師団入営者数。

典拠：「北海道常設隊徴集人員表」、「全国徴兵表」

編
制
は
、
明
治
三
十
二
年
九
月
の
同
表
改
正
ま
で
存
続
し
た
。
表
1
は

「
北
海
道
常
設
隊
徴
集
人
員
表
」
に
示
さ
れ
た
、
明
治
二
十
九
年
以
降

の
徴
集
予
定
人
員
（
ａ
）
と
、「
全
国
徴
兵
表
」
に
も
と
づ
く
実
際
の

徴
集
人
員
数
（
ｂ
）
で
あ
る
。（
ａ
）
は
、
明
治
二
十
六
年
に
お
け
る

四
カ
国
の
人
口
と
、「
北
海
道
ニ
常
設
ス
ヘ
キ
軍
隊
ノ
完
備
定
員
」
に

も
と
づ
く
徴
集
人
員
数
に
よ
り
算
出
さ
れ
て
い
る（

11
）。
ち
な
み
に
明

治
三
十
年
ま
で
の
予
定
数
が
少
な
い
の
は
、
歩
兵
大
隊
の
設
置
が
明
治

三
十
一
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
書

で
述
べ
ら
れ
た
「
常
備
隊
ニ
充
ツ
ヘ
キ
兵
員
ヲ
徴
集
ス
ル
ニ
足
ル
」
と

は
、
あ
く
ま
で
独
立
歩
兵
大
隊
と
屯
田
歩
兵
大
隊
を
基
幹
と
し
た
第
七
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ス
ル
者
」
の
解
釈
と
具
体
的
な
範
囲
に
つ
い
て
照
会
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
本
来
徴
兵
義
務
は
適
齢

者
個
人
に
対
し
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
本
項
目
に
よ
る
徴
集
猶
予
も
同
様
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
北
海
道
ニ
移
住
ス
ル

者
ヲ
奨
励
シ
、
且
其
生
業
ヲ
保
護
ス
ル
点
ヨ
リ
観
レ
ハ
、
或
ハ
特
ニ
一
家
ニ
与
フ
ル
ニ
非
サ
ル
ヤ
ノ
疑
ナ
キ
能
ハ
ス
」
と

述
べ
て
い
る
。
仮
に
一
家
に
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
戸
主
が
「
一
定
ノ
生
業
」
に
従
事
し
て
い
る
場
合
、
そ
の

子
弟
は
徴
集
猶
予
の
対
象
と
な
り
、
個
人
に
与
え
ら
れ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
壮
丁
個
人
の
生
業
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
。
②
は
「
一
定
ノ
生
業
」
と
の
規
定
が
極
め
て
不
明
確
で
あ
り
、
当
時
の
北
海
道
で
は
い
か
よ
う
に
も

解
釈
で
き
る
こ
と
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
文
字
ニ
拘
泥
セ
ス
」
広
く
解
釈
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
。
加

え
て
「
若
シ
北
海
道
徴
兵
令
施
行
地
ニ
転
籍
移
住
シ
テ
、
未
タ
開
墾
其
他
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
ノ
遑
ナ
ク
、
而
シ
テ

現
ニ
其
之
ノ
従
事
ス
ル
準
備
ニ
着
手
セ
サ
ル
者
、
又
ハ
徴
集
猶
予
期
限
内
即
チ
五
年
以
内
ニ
在
テ
、
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事

シ
居
タ
ル
者
其
生
業
ヲ
廃
シ
、
更
ニ
他
ノ
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
カ
為
メ
其
準
備
ニ
着
手
セ
シ
者
」
の
扱
い
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
対
象
者
を
「
現
ニ
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
シ
居
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
情
明
カ
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し

た
。
こ
れ
に
対
す
る
陸
軍
省
の
回
答
は
、
①
は
一
家
に
与
へ
る
の
「
特
典
」
と
し
、
②
の
具
体
的
な
「
一
定
ノ
生
業
」
に

つ
い
て
も
屯
田
兵
司
令
部
の
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
は
条
項
の
解
釈
外
と
し
、
更
な
る
質
疑
を
求
め
て
い

る
。ま

た
、
北
海
道
庁
か
ら
の
疑
義
は
、
翌
十
一
月
に
「
勅
令
第
百
二
十
六
号
ニ
就
キ
伺
」
と
し
て
示
さ
れ
た（

13
）。
そ
の

内
容
は
、「
一
定
ノ
生
業
」
の
具
体
的
内
容
、
徴
集
猶
予
年
期
の
計
算
方
法
と
法
的
手
続
き
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
一
部
は
「
北
海
道
徴
兵
令
実
施
に
関
す
る
伺
指
令
」
と
題
し
て
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
も
掲
載
さ
れ
た（

14
）。

同
記
事
は
、
対
象
と
な
る
具
体
的
な
職
業
を
列
挙
し
、
猶
予
中
の
転
業
の
可
否
や
そ
の
後
の
徴
集
に
も
内
容
が
及
び
、
ま
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た
同
月
に
掲
載
さ
れ
た
「
徴
兵
令
実
施
伺
指
令
」
に
お
い
て
も
、
徴
集
猶
予
年
期
の
計
算
に
関
す
る
「
転
籍
移
住
」
の
解

釈
に
つ
い
て
注
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

15
）。「
転
籍
移
住
の
四
字
は
、
相
合
し
て
熟
字
を
為
す
一
名
詞
と
看
做
す
べ
き
や
、

将
又
転
籍
と
移
住
と
の
二
様
に
解
釈
す
べ
き
や
」
と
の
問
い
は
、
ど
の
時
点
で
五
カ
年
と
さ
れ
た
猶
予
年
期
を
起
算
す
る

の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
海
道
へ
転
籍
す
る
も
移
住
せ
ず
他
府
県
へ
寄
留
す
る
者
、
あ
る
い
は
移
住

し
何
ら
か
の
生
業
に
従
事
す
る
も
、
籍
は
道
外
に
残
し
た
ま
ま
の
者
の
扱
い
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る

陸
軍
省
の
回
答
は
、
五
カ
年
と
さ
れ
た
猶
予
年
期
を
転
籍
と
移
住
の
一
致
し
た
時
点
か
ら
起
算
す
る
と
し
、「
転
籍
を
な

す
も
移
住
せ
ざ
る
間
は
猶
予
に
属
せ
ざ
る
も
の
と
す
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
移
住
を
と
も
な
わ
な
い
転
籍
者
が
対
象
外

と
な
る
の
は
、徴
兵
忌
避
を
抑
止
す
る
意
味
で
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
開
拓
へ
従
事
す
る
移
住
者
で
あ
っ
て
も
、

転
籍
と
移
住
が
同
時
に
な
さ
れ
な
い
限
り
、
五
カ
年
と
さ
れ
た
猶
予
期
間
を
い
か
に
規
定
す
る
の
か
は
、
極
め
て
難
し
い

判
断
で
あ
っ
た
。

屯
田
司
令
部
と
道
庁
か
ら
の
疑
義
に
は
、
北
海
道
へ
移
住
し
た
後
、
転
々
と
職
を
変
え
る
事
例
や
、
移
住
に
際
し
戸
籍

を
移
さ
な
い
な
ど
、
後
に
徴
兵
検
査
に
お
い
て
多
発
し
た
、
当
年
適
齢
の
所
在
不
明
者
を
生
む
要
因
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
シ
居
タ
ル
者
其
生
業
ヲ
廃
シ
、
更
ニ
他
ノ
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
カ
為
メ
其
準
備
ニ

着
手
セ
シ
者
」や
、
籍
を
他
府
県
に
残
し
た
ま
ま
と
さ
れ
る
者
は
、
戸
籍
と
現
住
地
が
一
致
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
く
、

こ
う
し
た
者
た
ち
が
移
住
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
後
に
逃
亡
失
踪
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
転
籍
移
住
」

の
解
釈
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
者
た
ち
の
存
在
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
を

解
消
す
る
こ
と
こ
そ
、
徴
兵
令
施
行
後
の
北
海
道
に
お
い
て
、
国
民
皆
兵
主
義
の
も
と
で
、
一
般
兵
役
義
務
を
成
立
さ
せ

る
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
施
策
で
あ
っ
た
。
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二　

徴
集
猶
予
の
実
態

徴
兵
検
査
に
先
立
つ
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
二
月
、『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
、
徴
集
猶
予
に
関
す
る
興
味
深

い
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
徴
集
猶
予
願
に
就
て
」
と
題
す
る
記
事
は
、
職
業
を
口
実
と
し
て
猶
予
願
を
出
す

者
が
続
出
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
、
本
来
猶
予
は
検
査
官
・
主
任
官
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
出
願
者
の
中
に

は
却
下
さ
れ
る
者
も
多
い
と
注
意
し
て
い
る（

16
）。「
一
定
の
生
業
に
従
事
す
る
者
」
を
拡
大
解
釈
し
、
猶
予
を
願
い
出

る
者
が
多
い
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
三
日
後
に
掲
載
さ
れ
た
「
徴
兵
猶
予
に
就
て
」
に
よ
れ
ば
、
五
年
間
猶

予
の
特
別
法
を
設
け
た
の
は
、「
殖
民
地
」
た
る
北
海
道
人
民
の
産
業
を
害
さ
ぬ
よ
う
留
意
し
た
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
を
生
業
に
就
い
て
い
る
者
は
皆
五
年
間
猶
予
さ
れ
、
五
年
猶
予
の
後
も
徴
兵
の
義
務
を
免
ぜ
ら
れ
る
と
誤
解

す
る
者
も
い
た
と
い
う（

17
）。
記
事
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
徴
集
猶
予
規
定
と
は
、
例
え
ば
土
地
開
墾
や
漁
業
商

業
な
ど
の
生
業
を
起
こ
そ
う
と
す
る
際
、
壮
丁
を
徴
集
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
起
業
が
頓
挫
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
場
合

な
ど
に
適
用
さ
れ
、
一
家
の
産
業
を
作
る
時
間
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
五
年
猶
予
の
後
は
抽
籤
に
よ
り
服
役
の
義
務
を

負
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
徴
兵
嫌
忌
の
情
」
に
よ
り
、
特
段
の
理
由
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
猶
予
を

出
願
す
る
者
を
「
国
家
の
不
忠
者
」
と
批
判
し
、
自
己
の
不
利
益
を
顧
み
な
い
者
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
徴
集

猶
予
に
よ
る
自
己
の
不
利
益
と
は
、「
五
年
の
後
即
ち
本
年
の
適
齢
者
が
二
十
六
と
為
り
し
暁
に
は
、
体
躯
は
常
業
に
こ

そ
馴
る
れ
兵
役
勤
労
に
は
反
て
困
苦
を
増
す
は
事
実
の
証
明
す
る
所
に
し
て
、
家
族
の
関
係
に
於
て
も
親
は
老
い
子
は
殖

え
諸
般
の
係
累
決
し
て
前
日
の
比
に
非
ず
」
と
い
う
も
の
で
、
さ
ら
に
、
徴
兵
令
適
用
初
年
度
は
徴
集
人
員
を
控
え
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
、「
少
々
無
理
に
で
も
家
産
の
程
度
に
依
り
て
は
猶
予
を
出
願
せ
ぬ
方
其
身
に
便
益
に
も
あ
り
、
第
一
国
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家
に
対
し
一
面
目
を
開
く
訳
な
り
」
と
記
事
を
結
ん
で
い
る
。

初
の
徴
兵
検
査
を
前
に
こ
う
し
た
記
事
が
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
」
と
の
条
件

が
、
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
、
何
ら
か
の
職
業
に
就
け
ば
対
象
と
な
り
、
出
願
可
能
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
、
明
治
二
十
九
年
に
お
け
る
第
二
条
徴
集
猶
予
者
は
僅
か
九
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
表
2

は
、「
全
国
徴
兵
表
」
及
び
『
北
海
道
庁
統
計
書
』
に
よ
る
、
明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
二
十
六
号
第
二
条
・
第
三
条
に
よ

表2  明治28年勅令第126号による徴集猶予及び免除人員数

年　次 勅 126-2 勅 126-3 徴 22

明治 29 年 1896 9 237 5
明治 30 年 1897 3 330 4
明治 31 年 1898 3 173 8
明治 32 年 1899 9 221 11
明治 33 年 1900 8 159 21
明治 34 年 1901 22 139 23
明治 35 年 1902 26 112 32
明治 36 年 1903 28 24 41
明治 37 年 1904 37 − 48
明治 38 年 1905 15 − 40
明治 39 年 1906 19 − 19
明治 40 年 1907 14 − 29
明治 41 年 1908 5 − 33

合　計 198 1,395 314
註　明治33年の数値は『北海道庁統計書』にもとづく。
典拠：「全国徴兵表」、『北海道庁統計書』

る
徴
集
猶
予
・
免
除
者
数
と
、
徴
兵
令
第
二
十
二

条
に
よ
る
「
家
族
自
活
シ
能
ハ
サ
ル
者
」
に
対
す

る
徴
集
猶
予
規
定
の
適
用
者
数
で
あ
る（

18
）。

表
2
に
お
け
る
徴
集
猶
予
者
数
の
変
化
は
、
北

海
道
に
お
け
る
徴
兵
令
の
適
用
範
囲
拡
大
や
、
猶

予
・
免
除
条
項
の
改
正
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
。
明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
二
十
六
号
は
、
明

治
三
十
年
に
次
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
翌

明
治
三
十
一
年
一
月
一
日
よ
り
、
残
る
天
塩
・
北

見
・
日
高
・
十
勝
・
釧
路
・
根
室
・
千
島
七
カ
国

へ
徴
兵
令
を
施
行
し
、
同
時
に
「
屯
田
兵
ノ
戸
籍

内
ニ
在
ル
者
」
と
し
て
い
た
第
三
条
に
よ
る
徴
集

猶
予
が
、「
屯
田
現
役
予
備
役
下
士
兵
卒
ノ
戸
籍
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内
ニ
在
ル
者
」
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
後
備
屯
田
兵
と
そ
の
家
族
に
与
え
ら
れ
て
い
た
免
役
特
権
は
廃
止
さ
れ
、

現
役
・
予
備
役
の
み
が
そ
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
次
い
で
明
治
三
十
三
年
に
は
、「
但
シ
専
ラ
兵
村
ノ
業
務
ニ
従
事
セ
サ

ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」、「
前
項
ニ
依
リ
徴
集
免
除
ニ
属
シ
タ
ル
者
五
箇
年
以
内
ニ
其
ノ
資
格
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
徴
集
ニ

応
セ
シ
ム
」
と
の
条
文
も
追
加
さ
れ
、
そ
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
屯
田
兵
条
例
が
明
治
三
十
七
年
に
廃
止
さ

れ
た
た
め
、
第
三
条
に
よ
る
徴
集
免
除
そ
れ
以
降
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い（

19
）。
表
２
に
お
い
て
も
、
徴
兵
令
の
施
行
地

域
拡
大
と
と
も
に
第
二
条
徴
集
猶
予
者
数
は
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
が
徴
兵
令
第
二
十
二
条
適
用
者
を
上
回
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
露
戦
争
中
に
あ
た
る
明
治
三
十
六
年
と
同
三
十
七
年
に
最
も
多
く
の
適
用

者
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
戦
争
を
忌
避
し
て
出
願
す
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

次
章
に
お
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
。

開
拓
者
へ
の
特
例
と
し
て
の
徴
集
猶
予
適
用
者
数
が
限
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
運
用
方
法
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
二
十
六
号
第
二
条
と
徴
兵
令
第
二
十
二
条
に
よ
る
徴
集
猶
予
規
定
の
運
用
に
は
多
く
の
共
通
点

が
み
ら
れ
、
例
え
ば
徴
兵
事
務
条
例
第
十
一
条
に
よ
る
と
、
勅
令
第
百
二
十
六
号
第
二
条
と
徴
兵
令
第
二
十
二
条
に
よ
る

徴
集
猶
予
の
出
願
は
、
共
に
連
隊
区
徴
兵
参
事
員
に
よ
り
審
議
さ
れ
、
裁
決
の
可
否
を
徴
兵
官
へ
具
申
す
る
と
規
定
し
て

い
る
。
ま
た
明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
五
十
四
号
に
よ
る
「
徴
兵
事
務
条
例
中
第
七
師
管
ニ
実
施
シ
難
キ
諸
件
」
に
お

い
て
も
、
第
二
条
該
当
者
は
「
其
ノ
移
住
年
月
日
及
生
業
ノ
状
況
ヲ
詳
番
シ
徴
兵
事
務
条
例
第
五
十
九
条
中
徴
兵
令
第

二
十
二
条
ニ
当
ル
者
ノ
例
ニ
依
リ
毎
年
願
出
ヘ
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
徴
兵
事
務
条
例
第
五
十
九
条
に
よ
る
と

さ
れ
た
そ
の
出
願
方
法
に
こ
そ
、
適
用
者
を
限
定
す
る
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
家
族
自
活
シ
能
ハ
サ
ル
者
」
が
徴

集
猶
予
を
出
願
す
る
際
に
は
、
同
一
徴
募
区
内
の
徴
集
適
齢
者
を
持
つ
戸
主
二
名
の
同
意
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
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猶
予
を
継
続
す
る
場
合
は
毎
年
同
様
の
出
願
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
徴
集
適
齢
者
を
持
つ
戸
主

に
と
っ
て
、
他
家
の
適
齢
者
の
猶
予
に
対
し
て
出
願
に
同
意
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
自
家
の
適
齢
者
が
徴
集
さ
れ
る
確

率
が
高
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
こ
の
規
定
は
、
出
願
を
地
域
の
連
帯
責
任
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
願
を
抑

制
す
る
機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
徴
兵
令
第
二
十
二
条
の
例
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
た
こ
と
で
、
勅
令
第

百
二
十
六
号
第
二
条
に
よ
る
徴
集
猶
予
の
適
用
者
数
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
本
来
は
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
出
願
者
が
相
次
ぐ
よ
う
な
状
況
は

表3　明治28年勅令第126号第2条
該当者数と猶予出願者数

年　次 該当者 出願者 壮丁数

明治 29 年 1896 1,478 9 4,944
明治 30 年 1897 1,230 1 5,410

註　明治30年の該当者・出願者数は札幌連隊区のみ。
典拠：「徴兵適齢者人員調査ノ件」、『新旭川市史』

起
こ
り
得
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
同
記
事
に
よ
る
出
願
者
と
は
、
徴
集
猶
予
規
定
と
そ
の
出

願
方
法
が
十
分
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
際
に
は
正
規
の
方
法
に
よ
ら
ず
、
猶
予
を
願

い
出
る
者
が
多
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
陸
軍
大
臣
が
提
出
し
た
理
由

書
で
示
さ
れ
た
開
拓
に
配
慮
す
る
姿
勢
は
、
こ
う
し
た
実
際
の
運
用
状
況
と
大
き
く
矛
盾
し
て

お
り
、
当
初
か
ら
第
二
条
に
よ
る
徴
集
猶
予
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

次
の
資
料
か
ら
、
そ
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

徴
兵
令
の
全
道
施
行
後
、
陸
軍
省
と
第
七
師
団
と
の
間
で
、「
徴
集
人
員
負
担
ノ
比
例
」
関

す
る
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
明
治
三
十
一
年
二
月
、陸
軍
省
は
第
七
師
団
に
対
し
、

「（
第
二
条
・
第
三
条
該
当
者
を
）
徴
集
人
員
配
賦
ニ
当
リ
壮
丁
総
員
中
ヨ
リ
除
算
シ
テ
比
率
ヲ

定
ム
ル
」
こ
と
を
通
知
し
た（

20
）。
こ
れ
は
、
第
二
条
・
第
三
条
該
当
者
以
外
の
者
に
、
兵
役

負
担
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
措
置
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
役
兵
・
補
充
兵
と

し
て
徴
集
す
べ
き
人
員
を
徴
募
区
へ
配
賦
す
る
際
、
そ
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
徴
募
区
に
本
籍
を
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有
す
る
壮
丁
の
見
込
み
数
を
基
準
と
す
る
が
、
第
二
条
・
第
三
条
該
当
者
を
含
む
壮
丁
数
を
基
準
に
配
賦
す
る
と
、
実
際

の
適
用
者
が
増
大
し
た
場
合
、対
象
外
の
者
が
徴
集
さ
れ
る
確
率
が
高
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、

壮
丁
数
か
ら
第
二
条
・
第
三
条
該
当
者
を
除
い
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
配
賦
数
を
調
整
し
、
兵
役
負
担
の
均
等
化
を
図
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
陸
軍
省
が
、
徴
募
区
内
の
兵
役
負
担
の
「
比
率
」
を
調
整
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
程
度
の
数
ま
で
、
徴
集
猶
予
者
数
を
許
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
第
一
章

で
指
摘
し
た
「
北
海
道
常
設
隊
」
の
編
成
を
み
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
第
七
師
団
参
謀
長
松
永
正
敏
は
、
第
二
条
該
当
者
中
、
徴
兵
令
第
二
十
二
条
適
用
者
と
同
じ
く
、
猶
予
出

願
の
手
続
き
を
踏
ま
な
い
者
は
徴
集
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
猶
予
の
認
否
は
生
業
の
状
況
に
よ
り
確
定
さ
れ
、
該
当
者

は
多
数
存
在
す
る
も
の
の
、
実
際
の
出
願
者
は
数
名
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、「
第
二
条
該
当
者
ハ
壮
丁
総
員

中
ヨ
リ
除
算
セ
サ
ル
ニ
至
当
ト
思
考
」
と
し
た（

21
）。
表
３
は
そ
の
際
提
出
さ
れ
た
付
表
と
、
徴
兵
令
施
行
四
カ
国
の
壮

丁
数
（
22
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
九
年
に
お
け
る
第
二
条
該
当
者
は
一
四
七
八
名
と
さ
れ
、
壮
丁
総
数

の
約
三
割
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
出
願
者
は
僅
か
に
九
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
該
当
者
が
い
か
な
る
基
準
で

算
出
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
」
す
る
徴
兵
令
施
行
地
へ
移
住
後
五
年
未
満
の
者
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
出
願
者
数
が
、
第
七
師
団
の
予
想
を
大
き
く
下
回
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
陸
軍
省
は
あ
ら
た
め
て
「
除
算
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
相
成
」
と
回
答
し
て
い
る（

23
）。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
出
願
主
義
が
徴
集
猶
予
者
数
を
極
め
て
限
定
的
な
も
の
と
し
た
一
因
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
も
そ
も
第
二
条
該
当
者
か
ら
の
実
際
の
出
願
が
予
想
外
に
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
重
な
っ
た
こ
と
で
、
特
例
が
廃

止
さ
れ
る
ま
で
の
十
三
年
間
で
僅
か
一
九
八
名
の
適
用
者
し
か
生
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
出
願
者
が
少
な
い
と
い
う
実
態
は
、
当
年
適
齢
の
所
在
不
明
者
が
極
め
て
多
い
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て

い
る
。
詳
し
く
は
第
四
章
で
述
べ
る
が
、
そ
の
直
接
的
な
要
因
に
は
、
戸
籍
を
残
し
た
ま
ま
他
地
域
へ
移
動
し
、
行
方
不

明
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
移
住
に
際
し
、
本
人
が
転
籍
な
ど
の
必
要
な
手
続
き
を
怠
っ
た
が
た
め
に
、
移
住
先

で
徴
兵
検
査
を
受
検
す
る
こ
と
が
な
く
、
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
所
在
不
明
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
第
二
条
徴
集
猶
予
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
そ
の
手
続
き
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
全
く
関
知
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
出

願
者
数
が
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
出
願
を
行
わ
な
か
っ
た
該

当
者
が
他
地
域
へ
移
動
し
た
場
合
、
転
籍
も
行
わ
ず
、
結
果
と
し
て
所
在
不
明
者
と
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
第

二
条
出
願
者
の
数
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
実
態
は
、
所
在
不
明
者
の
多
発
と
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と

推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

北
海
道
に
お
け
る
徴
集
猶
予
は
、
結
果
と
し
て
そ
の
制
定
理
由
で
述
べ
ら
れ
た
「
移
住
ノ
奨
励
ト
生
業
ノ
保
護
」
の
た

め
、
広
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
出
願
主
義
に
も
と
づ
く
運
用
方
法
の
み
な
ら
ず
、
対
象
と
な

る
は
ず
で
あ
っ
た
開
拓
者
の
側
に
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
初
陸
軍
省
と
し
て
も
想
定
外
の
事
態
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
徴
集
猶
予
該
当
者
を
あ
ら
か
じ
め
壮
丁
総
員
か
ら
除
算
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
陸
軍
省
が
開
拓
に
配
慮

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
三
十
一
年
、
陸
軍
省
は
、
開
拓
に
配
慮
し
た
が
ゆ
え
に
当
初
計
画
し
て
い
な
か
っ
た
、
徴
兵
令
の
全
道
施

行
に
踏
み
切
る
。
そ
こ
に
は
、
次
章
で
み
る
よ
う
に
徴
兵
令
未
施
行
地
へ
の
転
籍
者
の
続
出
と
い
う
、
陸
軍
省
に
と
っ
て

座
視
し
得
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。



146

三　

未
施
行
地
へ
の
転
籍

徴
兵
令
の
施
行
後
は
じ
め
て
の
徴
兵
検
査
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
五
月
以
降
、
道
内
各
地
で
順
次
執
り
行

わ
れ
た
。
札
幌
外
九
郡
に
お
け
る
検
査
は
五
月
三
十
日
に
終
了
し
、
翌
日
の
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
お
い
て
「
始マ
マ

め
て

の
検
査
な
る
に
も
拘
は
ら
す
其
成
績
は
他
府
県
に
毫
も
譲
る
と
こ
ろ
な
か
り
し
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る（

24
）。「
各
地
徴

兵
検
査
成
績
」
と
題
し
『
小
樽
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
豊
平
村
に
お
け
る
検
査
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る（

25
）。

甲
乙
合
格
当
選
者
三
百
四
十
七
人
、
他
徴
募
区
に
於
て
身
体
検
査
許
可
の
者
三
十
五
名
、
疾
病
二
人
、
裁
判
未
決

三
人
、
令
第
二
十
二
条
徴
集
猶
予
者
二
人
、
学
校
生
徒
二
人
、
外
国
寄
留
一
人
、
一
年
志
願
兵
出
願
の
為
め
徴
兵

検
査
未
済
の
者
一
人
、
勅
令
第
百
二
十
六
号
猶
予
者
四
人
、
逃
亡
失
跡
五
十
人
、
事
故
不
参
三
人
、
徴
集
免
除

七
百
七
十
三
人
、
兵
役
免
除
六
十
八
人
、
陸
軍
志
願
兵
二
人
、
合
計
千
二
百
九
十
三
人
。

こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
豊
平
村
を
含
む
石
狩
・
胆
振
両
国
を
主
な
対
象
と
す
る
は
ず
の
勅
令
第
百
二
十
六

号
第
二
条
に
該
当
す
る
徴
集
猶
予
者
が
、
僅
か
四
名
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
『
北
海
道
庁
統
計
書
』
に
よ
る

と
、
同
年
に
は
こ
の
豊
平
村
を
除
け
ば
、
石
狩
に
お
い
て
猶
予
が
適
用
さ
れ
た
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

26
）。
さ
ら

に
、
徴
兵
検
査
を
受
検
す
べ
き
当
年
適
齢
の
所
在
不
明
者
で
あ
る
、
逃
亡
失
踪
も
五
十
人
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ

れ
る
。
加
え
て
、
次
に
み
る
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
検
査
結
果
に
現
れ
な
い
、
徴
兵
令
未

施
行
地
域
へ
の
転
籍
も
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
徴
兵
令
施
行
当
初
の
北
海
道
に
お
い
て
、

本
人
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
に
お
い
て
兵
役
義
務
を
い
わ
ば
放
棄
す
る
者
が
極
め
て
多
く
、

一
般
兵
役
義
務
と
し
て
の
徴
兵
制
度
が
い
ま
だ
成
立
し
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
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徴
兵
令
施
行
を
一
カ
月
後
に
控
え
た
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
十
二
月
、『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
「
本
道
に
於

け
る
不
忠
の
臣
民
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た（

27
）。

開
拓
使
以
降
本
道
に
移
住
せ
る
人
々
の
決
心
は
、
概
ね
拓
殖
の
実
行
を
挙
げ
北
門
の
鎖
鑰
た
る
の
重
任
に
当
た
ら

ん
と
す
る
忠
義
心
に
富
め
る
も
の
た
れ
ば
、
苟
も
不
忠
の
臣
民
等
は
万
々
な
か
る
べ
し
と
信
ず
れ
ど
も
、
此
頃
徴
兵

令
未
行
地
た
る
天
塩
、
北
見
、
釧
路
、
日
高
、
十
勝
、
根
室
、
千
島
の
六マ

マ
ケ
国
内
に
転
籍
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
、

是
れ
等
は
固
よ
り
家
政
上
の
都
合
に
よ
る
な
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
若
し
徴
兵
を
免
か
れ
ん
と
の
目
的
に
出
づ
る
も
の

と
せ
ば
、
取
り
も
直
さ
ず
徴
兵
を
忌
避
す
る
も
の
と
云
は
ざ
る
可
ら
ず
、
今
日
に
当
り
斯
る
不
義
不
忠
の
臣
民
あ
ら

ん
に
は
、
早
晩
之
れ
に
対
す
る
制
裁
を
設
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
て
当
局
者
は
大
に
注
目
し
居
れ
り
と
い
う
。

転
籍
に
「
徴
兵
を
免
れ
ん
と
の
目
的
」
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
固
よ
り
家
政
上
の
都
合
」
に
よ
る
者
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
も
の
の
、
徴
兵
令
の
公
布
後
に
転
籍
し
た
者
が
多
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

記
事
か
ら
は
、
転
籍
す
る
者
が
、
実
際
に
他
国
へ
移
住
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
転
籍
の
み
な
の
か
は
確
認
で
き
な
い
。
し

か
し
翌
明
治
二
十
九
年
九
月
の『
小
樽
新
聞
』に
は
、
徴
兵
忌
避
を
よ
り
強
く
疑
わ
せ
る
事
例
が
、「
壮
丁
転
籍
者
に
就
て
」

と
題
す
る
記
事
で
報
じ
ら
れ
て
い
る（

28
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
八
年
九
月
か
ら
二
十
九
年
七
月
ま
で
の
間
に
徴

兵
令
未
施
行
地
へ
転
籍
し
た
、
小
樽
外
六
郡
の
徴
兵
適
齢
者
に
対
し
、
送
籍
当
時
よ
り
実
際
の
移
住
を
と
も
な
っ
て
い
る

の
か
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
現
に
移
住
せ
ず
転
籍
地
へ
の
一
時
的
な
旅
行
に
止
ま
る
者
が
あ
り
、
こ
う
し
た
者
の
中
に
は
す

で
に
小
樽
へ
帰
郷
し
た
例
も
多
い
と
い
う
。
こ
の
記
事
は
、転
籍
が
徴
兵
忌
避
に
他
な
ら
な
い
事
例
の
調
査
結
果
で
あ
り
、

転
籍
の
後
一
時
的
に
移
住
や
旅
行
す
る
、
そ
の
手
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
転
籍
に
よ
る
徴
兵
忌
避
は
、
い
か
な
る
方
法
で
あ
れ
、
法
的
手
続
き
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、『
北
海
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道
毎
日
新
聞
』
で
「
当
局
者
は
大
に
注
目
し
居
れ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
把
握
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ

た
。
実
際
小
樽
外
六
郡
の
調
査
も
、
拓
務
省
の
指
示
で
行
わ
れ
て
い
る
。
道
内
の
転
籍
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
勅
令

第
百
二
十
六
号
第
二
条
に
お
い
て
、
徴
集
猶
予
の
対
象
と
な
る
「
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
者
」
に
、「
転
籍
移
住
ノ
後

前
条
ノ
区
域
外
ニ
転
籍
シ
更
ニ
転
籍
移
住
シ
タ
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス
」
と
、
本
来
猶
予
対
象
外
の
者
が
転
籍
を
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
り
、
徴
集
猶
予
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
但
書
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
当
時
の

北
海
道
に
お
い
て
移
住
の
有
無
を
問
わ
ず
、
転
籍
が
合
法
的
な
徴
兵
逃
れ
の
最
も
効
果
的
且
つ
簡
単
な
手
法
で
あ
っ
た
と

理
解
で
き
る
。

転
籍
に
よ
る
徴
兵
忌
避
を
防
止
す
る
に
は
、
道
内
に
残
さ
れ
た
徴
兵
令
未
施
行
地
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陸

軍
省
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
渡
島
・
後
志
・
胆
振
・
石
狩
の
四
カ
国
へ
徴
兵
令
を
施
行
し
た
明
治
二
十
九

年
の
段
階
で
、「
北
海
道
常
設
隊
」
の
編
制
が
完
結
す
る
明
治
三
十
六
年
ま
で
、
徴
兵
令
の
全
道
施
行
を
計
画
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
四
カ
国
へ
の
徴
兵
令
施
行
前
後
か
ら
、
未
施
行
地
へ
の
転
籍
が
横
行
す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
開
拓
の
進
捗
に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
常
設
師
団
の
設
置
＝
徴
兵
令
施
行
地
の
拡
大
を
考
え
て
い
た
陸

軍
省
に
と
っ
て
も
、
座
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
転
籍
の
横
行
は
、
国
民
皆
兵
主
義
に
も
と
づ
く
制
度
の

公
正
な
運
用
を
前
提
と
す
る
一
般
兵
役
義
務
の
成
立
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

転
籍
に
よ
る
徴
兵
忌
避
を
非
合
法
化
す
べ
く
、
徴
兵
令
の
施
行
に
達
し
な
い
地
と
評
さ
れ
た
胆
振
・
石
狩
以
上
に
人
口
希

少（
29
）
な
七
カ
国
へ
の
徴
兵
令
施
行
を
含
む
、
全
道
へ
兵
役
を
拡
大
す
る
徴
兵
令
施
行
を
急
い
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
明
治
三
十
一
年
以
降
は
、
勅
令
第
百
二
十
六
号
第
二
条
と
徴
兵
令
第
二
十
二
条
に
よ
る
徴
集
猶
予
の
み
が
、

兵
役
を
逃
れ
る
合
法
的
な
手
段
と
な
っ
た
。
し
か
し
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
第
二
条
出
願
者
数
は
陸
軍
省
の
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予
想
を
大
き
く
下
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
露
戦
争
が
始
ま
っ
た
明
治
三
十
七
年
の
適
用
数
は
、
全

道
で
三
十
七
名
に
も
上
っ
た（
表
２
参
照
）。
戦
後
そ
の
数
が
急
激
に
減
少
し
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
出
願
数
増
加
の
理
由
が

戦
争
の
忌
避
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
拓
殖
事
業
を
阻
害
せ
ぬ
よ
う
配

慮
し
た
第
二
条
の
制
定
主
旨
を
む
し
ろ
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
陸
軍
省
は
日
露
戦
争
後
の
明
治
四
十
年
に
行
わ
れ
た
徴
兵
事
務
条
例
及
び
同
施
行
細
則
改
正
の

際
、
明
治
二
十
八
年
勅
令
第
百
二
十
六
号
の
第
二
条
以
下
を
削
除
し
、
北
海
道
に
お
け
る
徴
集
猶
予
・
免
除
規
定
の
廃
止

に
踏
み
切
っ
た
。
同
時
に
東
京
府
下
小
笠
原
島
に
お
け
る
徴
集
猶
予
を
定
め
て
い
た
明
治
三
十
年
勅
令
第
二
百
五
十
八
号

第
二
項
も
廃
止
さ
れ
、
明
治
三
十
七
年
に
廃
止
さ
れ
た
沖
縄
県
に
お
け
る
徴
集
免
除
規
定
（
30
）
と
あ
わ
せ
、
特
定
地
域
に

対
す
る
徴
兵
上
の
特
例
は
こ
こ
に
全
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
的
な
特
例
は
、
日
露
戦
後
の
軍
備
拡
張
の
も
と
で
「
今

日
存
続
ス
ル
ハ
頗
ル
適
当
ナ
ラ
サ
ル
」（

31
）
と
み
な
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、「
兵
役
義
務
均
等
主
義
ヲ
拡
張
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス

ル
ニ
依
ル
」（

32
）
と
の
理
由
で
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
頗
ル
適
当
ナ
ラ
サ
ル
」
と
は
、
軍
拡
に
よ
る
徴
集
人
員
の
増

大
と
と
も
に
、
す
で
に
み
た
日
露
戦
時
下
の
状
況
を
ふ
ま
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

明
治
二
十
九
年
当
初
、
開
拓
に
配
慮
し
段
階
的
に
徴
兵
令
を
施
行
し
よ
う
と
し
た
陸
軍
省
の
姿
勢
は
、
転
籍
に
よ
る
徴

兵
忌
避
の
横
行
で
軌
道
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
さ
ら
に
戦
時
下
に
お
け
る
徴
集
猶
予
出
願
者
の
増
大
に
よ
り
、
事
実
上

放
棄
さ
れ
た
。
加
え
て
日
露
戦
後
軍
拡
は
、
徴
集
人
員
数
が
第
七
師
管
だ
け
を
比
較
し
て
も
そ
れ
ま
で
の
一
・
三
倍
に
増

加
し
た
よ
う
に
、
よ
り
大
き
な
兵
役
負
担
を
国
民
へ
強
い
た（

33
）。
し
た
が
っ
て
、
徴
兵
制
度
の
さ
ら
な
る
公
平
な
運
用

が
求
め
ら
れ
、
北
海
道
や
そ
の
他
地
域
へ
の
徴
集
猶
予
は
、
兵
役
義
務
均
等
主
義
の
下
で
そ
の
弊
害
と
さ
れ
、
廃
止
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
北
海
道
は
、
沖
縄
・
小
笠
原
島
と
と
も
に
、
他
府
県
と
同
様
の
制
度
化
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
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あ
っ
た
。
近
代
国
家
に
お
け
る
一
般
兵
役
義
務
が
、
領
域
内
の
均
質
な
兵
役
義
務
の
上
に
成
立
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
、

日
本
に
お
け
る
一
般
兵
役
義
務
は
、
こ
の
日
露
戦
争
後
の
明
治
四
十
年
の
時
点
に
お
い
て
成
立
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
北
海
道
で
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
徴
兵
検
査
を
受
検
す
べ
き
当
年
適
齢
の
所
在
不
明
者
が
、
他
府
県
に
比

べ
極
め
て
多
く
発
生
し
て
い
た
。

四　

所
在
不
明
者
を
め
ぐ
っ
て

転
籍
移
住
に
よ
る
徴
兵
忌
避
は
、
あ
く
ま
で
転
籍
と
い
う
法
的
手
続
き
経
た
上
で
未
施
行
地
へ
と
移
動
し
た
者
で
あ

り
、
徴
兵
忌
避
を
意
図
す
る
者
が
全
て
籍
を
移
す
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
章
で
検
証
し
た
「
転
籍
移
住
」
の
解
釈
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
本
籍
と
現
住
地
の
不
一
致
は
北
海
道
に
お
い
て
決
し
て
稀
な
事
例
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
転

籍
を
行
わ
ず
に
移
住
し
、
徴
兵
検
査
に
お
い
て
所
在
不
明
と
し
て
扱
わ
れ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
豊
平
村

に
お
け
る
逃
亡
失
踪
五
十
人
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
者
た
ち
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
徴
兵
令
未
施
行
地
転
籍
に
よ

る
徴
兵
忌
避
が
不
可
能
に
な
る
と
、
第
二
条
に
よ
る
徴
集
猶
予
の
出
願
が
難
し
い
中
で
、「
逃
亡
失
踪
」
と
な
る
以
外
に

徴
兵
を
逃
れ
る
手
段
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
軍
に
と
っ
て
は
、「
所
在
不
明
者
」
の
撲
滅
こ
そ
が
、
北
海
道
に
お
い

て
一
般
兵
役
義
務
を
確
立
す
る
上
で
残
さ
れ
た
最
大
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

表
４
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
以
降
の
、
第
七
師
管
に
お
け
る
当
年
適
齢
の
所
在
不
明
者
数
と
、
当
年
適
齢

の
現
役
兵
一
人
当
た
り
の
所
在
不
明
者
数
を
全
国
平
均
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
当
年
適
齢
者
に
対
す
る
割
合

を
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
明
治
四
十
一
年
以
前
の
当
年
適
齢
者
数
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
現
役
兵
と
比
較
し
た
。
こ
れ
に
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極
め
て
多
い
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
明
治
四
十
二
年
に
お
け
る
所
在
不
明
数
は
二
五
九
人
、
こ
れ
は
道

内
当
年
適
齢
者
数
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
っ
た
。

所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
が
、
故
意
に
兵
役
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
徴
兵
忌
避
者
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
本
人
の
意

思
と
は
無
関
係
に
、行
方
不
明
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
の
は
極
め
て
難
し
い
。
し
か
し
当
時
は
容
易
に「
逃

亡
失
踪
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
新
聞
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。『
小
樽
新
聞
』
で
は
明
治
二
十
九
年

の
徴
兵
検
査
の
状
況
を
記
し
た
上
で
、「
本
道
の
悪
弊
は
、
甲
地
よ
り
乙
地
に
居
所
を
ば
転
じ
な
が
ら
更
に
届
出
を
な
さ

表4　現役兵1人当たりの所在不明者数

年　次 a b c

明治 29 年 1896 216 0.96 0.15 
明治 30 年 1897 172 0.64 0.13 
明治 31 年 1898 249 0.79 0.12 
明治 32 年 1899 209 0.34 0.11 
明治 33 年 1900 − − −
明治 34 年 1901 188 0.24 0.10 
明治 35 年 1902 199 0.25 0.10 
明治 36 年 1903 141 0.15 0.07 
明治 37 年 1904 178 0.19 0.06 
明治 38 年 1905 207 0.21 0.06 
明治 39 年 1906 168 0.13 0.06 
明治 40 年 1907 199 0.10 0.04 
明治 41 年 1908 288 0.15 0.04

ａ：第7師管内当年発生所在不明数
ｂ：ａ/第7師管現役兵数（当年適齢）
ｃ：ｂの全国平均
典拠：「全国徴兵表」

よ
る
と
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
日
露
戦
争
期
ま
で
の

所
在
不
明
者
は
、
年
平
均
二
百
名
程
度
で
推
移
し
、

大
き
な
変
動
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
役
兵
数

は
、
明
治
三
十
一
年
に
お
け
る
徴
兵
令
の
全
道
施
行

に
よ
り
、
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
所

在
不
明
者
数
そ
の
も
の
は
減
ら
な
い
も
の
の
、
徴
兵

検
査
対
象
と
な
る
当
年
適
齢
者
が
増
加
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
割
合
は
相
対
的
に
減
少
し
て
い
く
。
例
え

ば
、
明
治
二
十
九
年
に
は
、
現
役
兵
数
と
所
在
不
明

者
の
比
は
ほ
ぼ
一
対
一
で
あ
る
が
、
日
露
戦
争
後
に

は
約
十
分
の
一
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
全
国
平
均
と
比
較
し
、
所
在
不
明
者
の
割
合
が
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ぬ
如
き
、
又
壮
丁
自
身
に
旅
行
先
又
は
寄
留
地
に
於
て
帰
郷
の
費
用
等
を
浪
費
し
、
以
て
不
知
不
識
失
踪
者
と
為
る
が
如

き
も
の
少
な
か
ら
ず
」
と
報
じ
、
徴
兵
令
が
全
道
へ
施
行
さ
れ
る
際
に
は
、
道
内
移
住
等
に
と
も
な
う
悪
弊
を
一
掃
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
評
し
て
い
る（

34
）。
ま
た
、
徴
兵
令
全
道
施
行
後
の
『
函
館
毎
日
新
聞
』
は
、「
徴
兵
違
反
者
」
に

つ
い
て
、「
要
す
る
に
其
多
く
が
予
め
其
手
続
き
を
履
む
を
怠
り
、
後
に
至
り
て
俄
に
反
令
せ
る
を
覚
る
も
此
時
は
既
に

彼
等
が
其
犯
せ
し
罪
の
恐
ろ
し
く
、
仮
令
其
筋
の
探
知
す
る
所
と
な
ら
ざ
る
以
前
に
自
首
し
た
り
と
て
必
ず
や
重
刑
に
処

せ
ら
る
べ
し
と
の
憶
測
よ
り
、
其
後
は
専
ら
其
筋
の
探
知
を
避
け
る
こ
と
に
の
み
焦
心
苦
慮
」
し
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の

多
く
が
手
続
き
上
の
問
題
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る（

35
）。
さ
ら
に
同
記
事
で
は
故
意
に
徴
兵
を
忌
避
し

た
形
跡
が
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
大
抵
僅
か
の
罰
金
に
て
免
刑
さ
れ
る
た
め
、
早
々
に
自
首
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

先
の
豊
平
村
の
事
例
の
よ
う
に
、
所
在
不
明
者
が
徴
兵
検
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
役
場
が
徴
兵

適
齢
者
の
動
向
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
第
一
の
問
題
が
あ
っ
た
。
本
来
役
場
で
は
、
戸
籍
や
徴
兵
適
齢
者
を
持

つ
戸
主
が
提
出
す
る
徴
兵
適
齢
届
を
も
と
に
壮
丁
人
員
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
十
分
に
機
能
し
て
お

ら
ず
、
結
果
的
に
膨
大
な
所
在
不
明
者
を
生
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
三
十
三
年
に
お
け
る
函
館
区
で
は
、「
徴
兵
適

齢
未
届
者
の
多
き
は
本
道
に
於
け
る
通
弊
な
る
が
、
当
区
に
於
て
も
一
昨
三
十
一
日
ま
で
に
届
出
を
な
す
べ
き
分
に
し
て

未
だ
其
の
手
続
を
了
せ
ざ
る
も
の
は
非
常
に
多
く
、
区
役
所
に
て
は
吏
員
出
張
の
上
各
町
衛
生
組
合
に
つ
き
親
し
く
そ
の

所
在
を
調
査
し
た
る
結
果
四
十
余
名
を
発
見
し
た
る
も
、
尚
お
所
在
不
明
の
も
の
殆
ど
百
名
に
及
ぶ
由
為
め
に
、
区
役
所

に
於
て
大
に
苦
慮
し
居
る
次
第
」
と
し
、
徴
兵
適
齢
届
を
提
出
し
な
い
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

36
）。

こ
う
し
た
問
題
の
背
景
に
は
、
町
村
制
の
整
備
の
遅
れ
と
い
う
現
状
も
あ
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
に
施
行
さ
れ
た
市

制
・
町
村
制
は
、
市
町
村
を
国
家
の
末
端
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
こ
の
こ
と
は
兵
事
行
政
を
は
じ
め
と
す
る
国
政
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委
任
事
務
を
確
実
に
遂
行
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
制
・
町
村
制
は
北
海
道
と
沖
縄
へ
の
適
用
が

見
送
ら
れ
、
道
内
で
は
開
拓
使
末
期
に
設
置
さ
れ
た
戸
長
役
場
制
度
が
存
続
し
、
道
庁
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
務
と
町
村
の

自
治
を
行
っ
て
い
た
。
戸
長
役
場
制
度
は
、
各
町
村
の
人
口
や
生
産
力
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、
ま

た
一
つ
の
戸
長
役
場
が
複
数
の
町
村
を
管
轄
す
る
場
合
が
多
く
、
国
家
に
よ
る
統
治
の
末
端
機
構
と
し
て
は
不
十
分
で
あ

っ
た（

37
）。
こ
う
し
た
中
で
、
市
制
・
町
村
制
を
よ
り
簡
便
化
さ
せ
、
北
海
道
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
北
海
道

区
制
と
一
・
二
級
町
村
制
で
あ
る
。

市
制
・
町
村
制
が
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
は
、
北
海
道
が
未
だ
人
口
希
少
で
、
移
民
た
る
民
衆
が
、
市
制
・

町
村
制
に
も
と
づ
く
財
政
的
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
三
十
年
に
公
布
さ
れ
た
北
海
道

一
・
二
級
町
村
制
で
は
、
町
村
長
の
給
与
を
国
庫
負
担
と
す
る
こ
と
な
ど
で
財
政
面
の
負
担
を
補
い
、
さ
ら
に
監
督
官
庁

で
あ
る
道
庁
の
監
督
・
規
制
が
強
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
治
三
十
年
の
道
内
四
九
六
町
五
九
七
村
は
、
明
治

三
十
五
年
に
は
四
七
四
区
町
村
へ
と
減
少
す
る
。
し
か
し
、
道
内
の
多
く
の
町
村
に
と
っ
て
、
町
村
制
の
施
行
は
財
政
支

出
を
伴
う
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
一
・
二
級
町
村
数
が
旧
来
の
戸
長
役
場
に
よ
る
町
村
数
を
上
回
る
の
は
、
日
露
戦
争
後

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
実
際
に
日
露
戦
争
以
前
に
所
在
不
明
者
の
発
生
を
抑
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
地
域
も
あ
っ
た
。
例
え
ば

明
治
三
十
六
年
の
『
日
高
国
勢
一
班
』
で
は
、
兵
事
の
項
目
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る（

38
）。

三
十
一
年
徴
兵
令
ヲ
布
カ
レ
シ
ヨ
リ
壮
丁
挙
テ
其
徴
ニ
応
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
ヒ
、
進
テ
其
選
ニ
漏
ル
ヲ
恥
チ
為
メ
ニ
忌

避
逃
亡
ス
ル
モ
ノ
殆
ト
罕
ナ
リ

『
北
海
道
庁
統
計
書
』
に
よ
る
と
、
日
高
地
方
は
徴
兵
令
施
行
当
初
よ
り
所
在
不
明
者
が
少
な
く
、
明
治
三
十
六
年
に
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は
逃
亡
失
踪
と
さ
れ
た
者
が
皆
無
で
あ
っ
た（

39
）。
こ
の
こ
と
は
、「
悪
弊
」
を
生
ん
で
い
た
小
樽
区
に
お
い
て
、
同
年
に

逃
亡
失
踪
と
さ
れ
た
者
が
一
〇
五
名
も
発
生
し
て
い
る
よ
う
に
、
道
内
に
お
け
る
所
在
不
明
者
発
生
の
地
域
差
が
、
す
で

に
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
う
し
た
徴
兵
忌
避
を
抑
止
す
る
た
め
、
国
家
は
い
か
な
る
方
策
を
執
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
で
は
、
各

種
免
役
条
項
の
廃
止
な
ど
、
徴
兵
令
改
正
に
よ
る
直
接
的
な
対
策
に
対
し
、「
裏
面
」
か
ら
の
対
応
策
と
し
て
、
軍
隊
と

地
域
社
会
の
と
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
こ
と
や
、
兵
役
義
務
の
不
公
平
感
の
是
正
、
経
済
的
損
失
へ
の
対
策
な
ど
忌
避

原
因
へ
の
対
処
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
一
九
〇
〇
年
代
以
降
は
徴
兵
忌
避
者
が
次
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る（

40
）。

軍
隊
と
地
域
社
会
と
の
密
接
な
関
係
は
、
明
治
二
十
二
年
の
徴
兵
令
大
改
訂
に
よ
り
成
立
し
た
「
地
域
的
軍
隊
編
制
」

に
も
と
づ
く
「
郷
土
部
隊
」
編
成
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
郷
土
部
隊
」
は
当
該
地
域
の
住
民
の
身

近
な
肉
親
・
親
戚
・
知
己
の
兵
役
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
た
め
に
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
地
域
住
民
の
所
有
的
存
在
と
し
て

仮
象
視
さ
せ
る
こ
と
で
、
軍
隊
と
地
域
と
の
関
係
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
た
か
ら
で
あ
る（

41
）。

し
か
し
「
地
域
的
軍
隊
編
制
」
は
、
同
時
に
兵
員
を
充
足
す
る
た
め
の
徴
兵
区
が
、
陸
軍
管
区
と
い
う
本
来
動
員
計
画

に
も
と
づ
き
要
地
に
配
備
さ
れ
る
常
備
団
隊
の
防
衛
担
任
区
域
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
第
七
師
団
が
当
初
、

人
口
の
希
少
ゆ
え
に
管
下
か
ら
兵
員
を
調
達
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に（

42
）、
徴
兵
令
施
行
当
初

の
北
海
道
に
お
い
て
、「
郷
土
部
隊
」
編
成
に
よ
る
軍
隊
と
地
域
社
会
と
の
密
接
な
関
係
は
、
到
底
構
築
し
得
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
師
団
を
他
府
県
出
身
者
に
よ
り
充
足
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
は
、
軍
隊
と
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り

を
強
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、「
郷
土
部
隊
」
を
梃
子
と
し
た
兵
役
義
務
観
念
の
浸
透
す
ら
、
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
「
裏
面
」
か
ら
の
徴
兵
忌
避
対
策
は
、
北
海
道
に
お
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い
て
十
分
な
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

で
は
第
七
師
団
に
お
い
て
、「
郷
土
部
隊
」
と
し
て
の
兵
員
構
成
が
成
立
し
た
の
は
い
つ
の
時
点
で
あ
っ
た
の
か
。
以

下
で
は
、
統
計
資
料
を
も
と
に
こ
れ
を
検
証
し
、
所
在
不
明
者
の
推
移
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
い
。
師
団
創
設
直
後
の

明
治
二
十
九
年
に
お
け
る
「
歩
兵
連
隊
現
役
兵
徴
集
連
隊
区
区
分
表
」
に
よ
る
と
、
第
七
師
団
隷
下
の
歩
兵
第
二
十
五
〜

二
十
八
連
隊
の
兵
員
徴
集
区
は
全
く
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
明
治
三
十
二
年
に
同
表
を
廃
止
し
新
た
に
制
定
さ
れ
た
、「
歩

兵
隊
兵
員
徴
集
区
指
定
表
」
欄
外
に
お
い
て
、「
第
七
師
団
諸
隊
ノ
兵
員
ハ
当
分
第
一
、
第
二
、
第
七
、
第
八
師
管
ニ
配

賦
ス
ル
」
と
規
定
さ
れ
た
（
43
）。
こ
れ
以
降
、
第
七
師
団
隷
下
の
各
歩
兵
連
隊
は
、
昭
和
十
五
年
の
同
表
廃
止
に
至
る
ま

で
、
一
貫
し
て
欄
外
の
扱
い
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
明
治
四
十
年
の
徴
兵
事
務
条
例
施
行
細
則
改
正
に
お
い
て
も
、
徴

兵
事
務
条
例
第
四
条
第
一
項
但
書
及
び
第
二
項
「
要
員
配
賦
上
ノ
必
要
ニ
依
リ
他
ノ
連
隊
区
又
ハ
他
ノ
師
管
ヨ
リ
之
ヲ
徴

集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」と
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
第
七
師
団
の
兵
員
徴
集
区
域
が
、
第
一（
伊
豆
七
島
及
小
笠
原
島
を
除
く
）・

第
二
・
第
七
・
第
八
・
第
十
三
・
第
十
四
の
各
師
管
と
定
め
ら
れ
た
。
同
年
改
正
の
「
歩
兵
隊
兵
員
徴
集
区
指
定
表
」
も

同
様
で
あ
る
。
徴
兵
事
務
条
例
及
び
同
施
行
細
則
の
規
定
は
、
徴
集
区
域
を
調
整
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
兵
役
法
施
行
令

及
び
同
施
行
規
則
へ
と
引
き
継
が
れ
、
昭
和
二
年
に
お
い
て
は
「
第
七
師
管
ヨ
リ
徴
集
シ
難
キ
第
七
師
団
ノ
兵
員
」
は
第

二
・
第
八
師
管
か
ら
徴
集
す
る
と
さ
れ
た
。

表
5
は
、「
全
国
徴
兵
表
」
及
び
「
配
賦
員
数
表
」
よ
り
抽
出
し
た
、
第
七
師
団
に
お
け
る
現
役
兵
数
と
そ
の
構
成
で

あ
る
。
資
料
の
制
約
上
、
師
団
創
設
か
ら
大
正
十
一
年
ま
で
は
「
全
国
徴
兵
表
」
を
、
そ
れ
以
降
は
「
配
賦
員
数
表
」
を

用
い
た
。
同
表
に
よ
る
と
、現
役
兵
数
は
師
団
編
制
が
完
結
し
た
明
治
三
十
五
年
に
は
三
五
〇
〇
人
程
度
に
達
し
て
お
り
、

日
露
戦
争
前
に
お
け
る
第
七
師
管
徴
集
者
、
つ
ま
り
北
海
道
出
身
者
数
は
、
全
体
の
二
割
か
ら
三
割
程
度
で
推
移
し
て
い
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表5　第7師団現役兵数

年　次
a

第 7師管
現役兵数

他師管徴集現役兵数 b

合計
a/b

第 1 第 2 第 8 第 13 第 14

明治 29 年 1896 239 − − − − −
明治 30 年 1897 304 − − − − −
明治 31 年 1898 359 − − − − −
明治 32 年 1899 652 873 171 37 1,733 37.6%
明治 33 年 1900 − − − − − −
明治 34 年 1901 876 1,200 449 180 2,705 32.4%
明治 35 年 1902 909 2,202 751 184 4,046 22.5%
明治 36 年 1903 1,000 1,963 444 112 3,519 28.4%
明治 37 年 1904 1,010 1,916 703 25 3,654 27.6%
明治 38 年 1905 1,057 1,821 700 76 3,654 28.9%
明治 39 年 1906 1,419 1,625 570 40 3,654 38.8%
明治 40 年 1907 2,137 1,232 659 56 325 439 4,848 44.1%
明治 41 年 1908 2,015 1,014 668 40 670 474 4,881 41.3%
明治 42 年 1909 2,208 64 915 119 579 1,033 4,918 44.9%
明治 43 年 1910 2,197 899 591 116 455 607 4,865 45.2%
明治 44 年 1911 2,242 635 553 226 377 855 4,888 45.9%
大正元年 1912 2,387 894 642 102 209 642 4,876 49.0%
大正 2年 1913 − − − − − − − −
大正 3年 1914 2,662 700 455 104 250 685 4,856 54.8%
大正 4年 1915 2,777 307 531 173 316 726 4,830 57.5%
大正 5年 1916 2,997 451 461 181 368 352 4,810 62.3%
大正 6年 1917 3,127 432 594 206 199 454 5,012 62.4%
大正 7年 1918 3,623 385 233 157 152 345 4,895 74.0%
大正 8年 1920 3,640 250 296 227 214 282 4,909 74.1%
大正 9年 1921 − − − − − − − −
大正 10 年 1922 − − − − − − − −
大正 11 年 1922 3,620 0 347 286 200 0 4,453 81.3%
大正 12 年 1923 3,984 0 100 138 156 250 4,628 86.1%
大正 13 年 1924 4,204 0 120 90 30 184 4,628 90.8%
大正 14 年 1925 3,719 0 0 888 0 4,607 80.7%
大正 15 年 1926 3,868 0 0 734 0 4,602 84.1%
昭和 2年 1927 4,080 0 0 848 0 4,928 82.8%
昭和 3年 1928 4,085 0 0 851 0 4,936 82.8%

註　ａのうち、明治31年までは第7師団以外への入営者も含む。それ以降は第7師団入営者数。
典拠：「全国徴兵表」、「現役兵及補充兵配賦員数表」
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る
。
日
露
戦
後
の
北
海
道
出
身
者
数
の
増
加
は
、
道
内
の
人
口
増
加
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
大
正
十
一
年
に
は
八
割

以
上
を
北
海
道
出
身
者
で
占
め
る
ま
で
に
至
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
昭
和
期
に
お
い
て
も
第
八
師
管
か
ら
兵
員
を
徴
集
し

て
お
り
、
東
北
地
方
が
兵
員
の
供
給
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
他
府
県
に
依
存
す
る
状
態
は
脱
し
て
い
た
と

い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
大
正
後
半
に
は
、
第
七
師
団
が
「
郷
土
部
隊
」
と
し
て
の
条
件
を
整
え
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
徴
兵
令
の
施
行
か
ら
約
三
十
年
を
経
て
、
壮
丁
数
の
増
加
に
よ
る
「
郷
土
部
隊
」
の
成
立
に
よ

り
、
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
師
団
の
充
足
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

第
七
師
団
現
役
兵
が
北
海
道
出
身
者
で
ほ
ぼ
充
足
さ
れ
た
大
正
後
半
と
は
、
い
か
な
る
時
期
で
あ
っ
た
の
か
。
大
正
九

年
に
行
わ
れ
た
初
の
国
政
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
北
海
道
の
人
口
は
二
三
六
万
人
、
そ
の
う
ち
約
半
数
の
一
二
四
万
人

が
北
海
道
生
ま
れ
で
あ
り
、
基
本
的
人
口
構
造
が
確
立
し
た
時
期
で
あ
っ
た（

44
）。
い
わ
ば
第
七
師
団
は
、
北
海
道
が
他

府
県
並
み
の
人
口
を
擁
し
、
人
口
移
動
も
ほ
ぼ
終
え
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
に
至
り
、
兵
員
を
道
内
出
身
者
で
充
足
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
徴
兵
検
査
に
お
け
る
所
在
不
明
者
は
、
大
正
後
半
に
お
い
て
も
、
依
然
全
国

平
均
と
比
べ
極
め
て
高
い
割
合
で
発
生
し
て
い
る
。

表
6
は
、
明
治
四
十
二
年
以
降
の
北
海
道
に
お
け
る
当
年
発
生
所
在
不
明
数
と
当
年
適
齢
者
数
を
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
。
表
4
で
示
し
た
明
治
二
十
九
年
に
お
け
る
所
在
不
明
者
二
一
六
名
に
対
し
、
大
正
十
年
の
発
生
件
数
も
ほ
ぼ
同
数
の

二
一
八
名
で
あ
る
。
壮
丁
数
の
増
加
に
よ
り
全
体
に
占
め
る
割
合
こ
そ
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
当
年
適
齢
者
に
占
め
る

割
合
は
依
然
と
し
て
他
府
県
の
二
倍
以
上
で
、
昭
和
期
に
至
る
ま
で
そ
の
割
合
が
全
国
平
均
並
み
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
道
内
出
身
者
に
よ
り
第
七
師
団
が
充
足
さ
れ
、「
郷
土
部
隊
」
と
し
て
の
要
件
を
備
え
た
大
正
期
以

後
は
、
所
在
不
明
者
の
割
合
が
当
年
適
齢
者
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
な
ど
、
全
国
平
均
と
比
較
し
、
そ
れ
ほ
ど
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顕
著
な
数
値
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
北
海
道
で
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
兵
役
を
意
識
し
な
か
っ

た
が
ゆ
え
に
、
積
極
的
な
意
思
に
よ
る
徴
兵
忌
避
で
は
な
い
も
の
の
、
転
籍
や
寄
留
と
い
っ
た
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く

本
籍
地
か
ら
他
地
域
へ
移
動
し
、
結
果
と
し
て
所
在
不
明
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
事
例
が
み
う
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
所
在
不
明
者
は
、
農
業
移
住
に
よ
る
地
域
の
形
成
が
な
さ
れ
た
内
陸
部
に
比
し
、
漁
村
に
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
漁
村
特
有
の
流
動
性
の
高
い
生
業
形
態
が
生
む
地
域
の
実
情
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
一

表6　北海道における当年適齢者の所在不明数

年　次
北海道 全　国
a b a b

明治 42 年 1909 259 2.50% 3,795 0.80%
明治 43 年 1910 225 2.20% 3,303 0.80%
明治 44 年 1911 182 1.90% 2,686 0.70%
大正元年 1912 167 1.50% 3,066 0.70%
大正 2年 1913 162 1.40% 2,863 0.60%
大正 3年 1914 183 1.50% 2,911 0.60%
大正 4年 1915 167 1.30% 2,711 0.60%
大正 5年 1916 152 1.10% 2,425 0.50%
大正 6年 1917 166 1.10% 2,628 0.50%
大正 7年 1918 198 1.10% 2,803 0.50%
大正 8年 1919 191 1.20% 2,683 0.50%
大正 9年 1920 184 1.00% 2,609 0.50%
大正 10 年 1921 218 1.20% 2,671 0.50%
大正 11 年 1922 184 1.00% 2,369 0.40%
大正 12 年 1923 175 0.90% 2,217 0.40%
大正 13 年 1924 181 0.90% 2,266 0.40%
大正 14 年 1925 158 0.80% 2,112 0.40%
大正 15 年 1926 169 0.80% 2,075 0.40%
昭和 2年 1927 151 0.70% 2,217 0.40%
昭和 3年 1928 176 0.80% 2,253 0.40%
昭和 4年 1929 155 0.70% 2,159 0.30%
昭和 5年 1930 155 0.60% 1,985 0.30%
昭和 6年 1931 134 0.50% 1,916 0.30%
昭和 7年 1932 138 0.50% 1,968 0.30%
昭和 8年 1933 164 0.63% 1,912 0.29%
昭和 9年 1934 106 0.41% 1,832 0.27%
昭和 10 年 1935 113 0.41% 1,883 0.29%
昭和 11 年 1936 − − − −
昭和 12 年 1937 − − − −
昭和 13 年 1938 99 0.35% 1,774 0.28%
昭和 15 年 1940 99 0.30% 1,718 0.23%

註　ａは当年発生所在不明数、ｂはａの当年適齢者に占める割合。
典拠：「徴兵事務摘要」



159 北海道における徴兵制の展開

端
は
、「
は
ま
ま
す
郷
土
資
料
館
所
蔵
文
書
」（

45
）
に
お
け
る
所
在
不
明
者
の
実
例
に
う
か
が
え
る
。

旧
浜
益
村
（
現
石
狩
市
浜
益
区
）
は
、
石
狩
支
庁
の
北
端
に
位
置
す
る
水
産
業
中
心
の
村
で
、
明
治
三
十
五
年
に
二
級

町
村
制
を
、
同
四
十
年
に
は
一
級
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。『
浜
益
村
史
』
に
よ
る
と
、
大
正
七
年
に
人
口
が
八
千

人
を
超
え
、
職
業
割
合
（
世
帯
数
）
は
、
漁
業
半
分
、
残
り
が
農
業
と
商
業
で
あ
っ
た（

46
）。
そ
の
村
勢
は
、
主
要
産
業

で
あ
る
鰊
・
鮭
・
海
鼠
漁
業
の
豊
凶
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
一
端
不
漁
と
な
れ
ば
、
他
地
域
へ
の
転
出
や
出
稼
ぎ
に
行
く

者
が
多
か
っ
た
。
実
際
、
村
で
は
北
海
道
で
基
本
的
人
口
構
造
が
確
立
し
た
大
正
期
に
お
い
て
も
、
常
に
人
口
が
変
動
し

て
お
り
、
さ
ら
に
昭
和
期
に
入
る
と
、
鰊
・
鮭
漁
業
の
衰
退
に
よ
り
、
著
し
く
人
口
が
減
少
し
て
い
く（

47
）。

大
正
十
三
年
に
お
け
る
浜
益
村
の
徴
兵
検
査
結
果
は
、
受
検
人
員
六
十
六
名
中
、
甲
種
合
格
者
十
七
名
、
現
役
兵
も

十
七
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
年
の
「
徴
兵
検
査
不
参
者
連
名
簿
」
に
よ
る
と
、
旭
川
刑
務
所
に
て
服
役
中
の
者
一
名
を

除
く
二
名
が
不
参
と
し
て
扱
わ
れ
、
い
ず
れ
も
所
在
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
名
の
う
ち
、
同
年
の
「
徴
兵
検
査

受
検
者
身
上
調
査
書
」
で
土
工
と
さ
れ
た
者
（
以
下
ａ
）
は
、
翌
大
正
十
四
年
に
徴
集
さ
れ
て
お
り
、
帰
村
し
た
か
発
見

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
昭
和
八
年
に
兵
制
六
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
全
国
で
行
わ
れ
た
「
兵
役
上
ノ
所
在

不
明
者
捜
索
」
に
お
い
て
、
ａ
は
再
び
在
郷
軍
人
の
所
在
不
明
者
と
し
て
捜
索
対
象
と
な
っ
て
お
り
、「
前
科
四
犯
ヲ
有

シ
土
工
夫
ト
シ
テ
所
々
流
転
」
し
て
い
る
と
い
う
。
ａ
は
大
正
十
三
年
以
降
土
工
と
い
う
職
を
変
え
て
お
ら
ず
、
兵
役
を

挟
ん
で
「
所
々
流
転
」
し
な
が
ら
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
物
で
あ
っ
た（

48
）。

さ
ら
に
、
以
下
の
所
在
不
明
者
の
消
息
に
は
、
浜
益
村
の
漁
村
と
し
て
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
。

十
七
八
年
ノ
頃
無
断
家
出
ヲ
ナ
シ
所
在
不
明
ノ
処
、
大
正
元
年
戸
籍
謄
本
請
求
ア
リ
ニ
依
ツ
テ
、
直
チ
ニ
所
在
地
亀

田
郡
戸
井
村
役
場
ニ
照
会
捜
索
セ
ル
モ
、
既
ニ
樺
太
地
方
ニ
渡
航
セ
シ
形
跡
ノ
旨
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
樺
太
支
庁
ニ
照
会
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セ
ル
モ
不
明
ナ
リ
（
大
正
四
年
）（

49
）

戸
主
ヲ
召
換
取
調
タ
ル
モ
不
明
ノ
処
、
本
年
一
月
二
十
日
礼
文
郡
船
泊
村
ヨ
リ
戸
籍
謄
本
請
求
ア
リ
タ
ル
ニ
依
リ
、

該
村
長
ヘ
照
会
中
（
大
正
六
年
）（

50
）

カ
ム
サ
ツ
カ
ヘ
他
人
名
義
ニ
テ
乗
組
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
其
ノ
船
舶
沈
没
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
昭
和
八
年
）（

51
）

こ
れ
ら
は
、
家
族
を
浜
益
村
に
残
し
、
他
地
域
へ
と
働
き
に
出
た
ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
消
息
判
明

の
理
由
が
出
先
で
の
戸
籍
謄
本
の
請
求
で
あ
り
、
兵
役
を
忌
避
し
た
者
が
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
足
を
出
す
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
戸
井
・
樺
太
・
船
泊
・
カ
ム
サ
ツ
カ
な
ど
、
漁
業
関
係
地
域
へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
も
、
極
め
て
特

徴
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
結
果
か
ら
、
ａ
を
含
む
浜
益
村
か
ら
行
方
を
く
ら
ま
し
た
者
た
ち
は
、
意
図
的
に
逃
亡
し

た
の
で
は
な
く
、
道
内
で
の
移
住
や
出
稼
ぎ
を
繰
り
返
す
中
で
、
所
在
不
明
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
う
し
た
事
例
が
示
す
の
は
、
第
一
に
村
と
し
て
の
行
政
能
力
の
限
界
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
役
場
の
戸
籍
管
理
の
不

備
と
い
う
技
術
的
な
問
題
に
、
漁
場
を
転
々
と
移
動
す
る
と
い
う
漁
村
特
有
の
問
題
が
加
わ
り
、
所
在
不
明
者
の
存
在
を

招
い
た
と
い
え
る
。
現
に
大
正
十
三
年
の
簡
閲
点
呼
で
は
、
浜
益
村
は
村
全
体
の
一
割
に
当
た
る
十
四
名
の
不
参
者
を
発

生
さ
せ
て
い
る（

52
）。
こ
れ
は
石
狩
支
庁
に
お
い
て
最
低
の
成
績
で
あ
り
、
浜
益
村
は
道
内
市
町
村
の
中
で
も
所
在
不
明

者
を
発
生
さ
せ
や
す
い
地
域
に
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
行
政
能
力
の
不
備
や
漁
村
特
有
の
性
格
に
よ
り
、
浜
益
村
は

国
家
に
よ
る
統
治
の
末
端
機
構
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
国
民
皆
兵
主
義
が
貫
徹
し
得
な
い
環
境

を
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
高
地
方
の
よ
う
な
、
比
較
的
早
い
時
期
に
統
計
資
料
上
は
国
民
皆
兵
の
原
則
が
ほ
ぼ
貫
徹
し
得
た
地
域
が
存
在
す
る
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一
方
で
、
た
と
え
道
内
一
部
地
域
の
事
例
と
は
い
え
、「
悪
弊
」
や
「
通
弊
」
が
残
存
し
、
大
正
期
に
至
っ
て
も
な
お
、

兵
役
を
意
識
せ
ず
居
住
地
を
移
動
す
る
者
の
発
生
を
許
し
て
い
た
こ
と
は
、
徴
兵
忌
避
者
が
地
域
の
監
視
の
目
を
か
い
く

ぐ
り
な
が
ら
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
強
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
北
海

道
固
有
の
環
境
こ
そ
は
、
第
七
師
団
が
「
郷
土
部
隊
」
編
成
を
実
現
し
、
一
般
兵
役
義
務
が
成
立
し
た
時
点
で
も
な
お
、

所
在
不
明
者
の
絶
対
数
を
徴
兵
令
施
行
当
初
か
ら
ほ
と
ん
ど
減
少
さ
せ
な
い
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
治
二
十
年
代
に
、
内
務
省
参
事
官
都
筑
馨
六
が
道
内
へ
の
町
村
制
度
設
定
の
指
標
を
示
し
た
「
北
海
道
行
政
組
織
ニ

関
ス
ル
意
見
書
」（

53
）
で
は
、
函
館
・
札
幌
・
小
樽
・
根
室
・
福
山
な
ど
、
す
で
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
た
地
域
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

北
海
道
ハ
理
財
上
ノ
秩
序
未
タ
完
ラ
ス
、
鉄
道
ノ
計
画
道
路
ノ
開
通
等
ニ
依
リ
土
地
ノ
情
況
モ
亦
タ
一
変
ス
ル
コ

ト
常
ナ
ル
カ
、
故
ニ
右
諸
市
ノ
住
民
ハ
土
着
ノ
精
神
ニ
乏
シ
ク
、
加
フ
ル
ニ
十
人
十
色
ト
云
フ
景
況
ニ
シ
テ
、
一
戸

ハ
南
部
地
方
ノ
者
ノ
住
居
ナ
レ
ハ
、
其
右
隣
ニ
近
江
ノ
人
ニ
シ
テ
其
左
ハ
淡
路
若
ク
ハ
加
賀
人
ト
云
フ
カ
如
キ
有
様

ナ
リ
、
故
ニ
近
隣
ヲ
憂
ス
ル
ノ
精
神
モ
亦
タ
従
ツ
テ
薄
ク
、
漁
業
上
ノ
貸
附
ニ
関
シ
テ
モ
亦
訴
訟
及
ヒ
強
制
執
行
ニ

終
ハ
ル
モ
ノ
甚
タ
多
シ
、
故
ニ
内
地
ニ
比
シ
テ
ハ
右
諸
市
ノ
住
民
ハ
団
体
心
ニ
乏
シ
ク
、
従
ツ
テ
其
町
村
ノ
行
政
ニ

熱
心
ナ
ル
モ
ノ
モ
亦
稀
ナ
ル
カ
如
シ
、
之
ヲ
換
言
ス
レ
ハ
、
北
海
道
ノ
人
民
ハ
自
治
ニ
必
要
ナ
ル
智
性
ト
資
力
ト
ハ

十
分
ニ
有
シ
居
レ
共
、
自
治
心
若
ク
ハ
其
生
出
ノ
町
村
ヲ
愛
ス
ル
ノ
情
、
即
チ
自
治
ニ
必
要
ナ
ル
徳
性
ニ
乏
シ
キ
カ
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如
シ

町
村
の
運
営
に
は
、
住
民
の
定
着
と
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済
力
の
蓄
積
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
都
筑
は
、

町
村
制
の
施
行
に
際
し
、
住
民
に
よ
る
道
内
町
村
へ
の
愛
郷
心
と
も
い
う
べ
き
意
識
を
求
め
、
そ
の
施
行
時
期
を
、
基
本

財
産
が
蓄
積
さ
れ
、「
土
着
ノ
精
神
ト
団
体
心
」
と
が
十
分
に
発
達
し
た
時
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
土
着
ノ
精
神
」
や
「
近
隣
ヲ
憂
ス
ル
ノ
精
神
」
こ
そ
、
国
民
皆
兵
主
義
の
礎
と
な
る
、
兵
役
義
務
観
念
の
創
出
に
最
も

必
要
な
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
「
自
治
ニ
必
要
ナ
ル
徳
性
」
に
乏
し
い
と
し
た
意
見
は
、
他
府

県
と
同
様
に
兵
役
負
担
を
担
え
な
か
っ
た
、
北
海
道
の
状
況
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
小
樽
区
で
み
ら
れ
た
転
籍
に
よ
る

徴
兵
忌
避
、
あ
る
い
は
函
館
区
に
お
け
る
「
悪
弊
」
な
ど
は
、「
土
着
ノ
精
神
ト
団
体
心
」
に
欠
け
る
北
海
道
の
「
体
質
」

が
徴
兵
令
施
行
後
も
存
続
し
て
い
た
結
果
で
あ
り
、
浜
益
村
の
事
例
は
、
大
正
期
に
こ
う
し
た
問
題
が
残
存
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
孤
独
の
闘
い
」（
菊
池
）
と
は
地
域
社
会
の
監
視
の
目
か
ら
も
逃
れ
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
徴
兵
忌
避
者
の
姿
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
北
海
道
に
は
監
視
の
目
を
生
む
環
境
す
ら
も
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
に
国
家
に
よ
る
徴
兵
忌
避
を
抑
制
す
る
施
策
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
他
府
県

と
同
じ
状
況
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
北
海
道
に
お
け
る
徴
兵
制
の
施
行
と
、
そ
の
展
開
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
が
一
般
兵
役
義

務
を
い
か
に
し
て
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
研
究
が
一
つ
の
到
達
点
と
み
な
し
た

の
は
、
大
正
後
半
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
般
兵
役
義
務
の
成
立
に
は
、
町
村
制
度
に
も
と
づ
く
地
域
社
会
と
、「
郷

土
部
隊
」
編
成
に
よ
る
軍
隊
と
地
域
と
の
密
接
な
関
係
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
一
部
地
域
で
は
依
然
と
し
て
所
在
不
明
者
が
発
生
し
て
お
り
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
ま
で
そ
の
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解
決
が
持
ち
越
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
所
在
不
明
者
抑
止
の
具
体
的
対
策
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
こ
れ
ま
で

本
論
文
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
所
在
不
明
者
の
多
く
が
意
図
的
に
徴
兵
忌
避
を
試
み
た
者
で
な
い
と
す
る
と
、

徴
兵
忌
避
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
対
策
の
み
で
は
、
そ
の
発
生
を
抑
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
も
予
測
で
き
る
。

今
後
は
、
都
筑
の
指
摘
し
た
北
海
道
町
村
の
「
体
質
」
を
考
慮
し
な
が
ら
、
民
衆
に
自
発
的
に
兵
役
義
務
を
担
わ
せ
る

た
め
に
必
要
な
兵
役
義
務
観
念
の
創
出
と
そ
の
浸
透
を
検
証
し
、
近
代
日
本
の
徴
兵
制
度
を
、
北
海
道
を
中
心
と
し
た
地

域
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
兵
役
義
務
観
念
の
浸
透
に
は
、
日
露
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
連
隊
史
」

に
み
る
よ
う
に
、「
郷
土
部
隊
」
を
梃
子
と
し
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
固
有
の
歴
史
を
主
張
し
、
各
人
の
愛
郷
心
を
愛
国

心
に
も
と
づ
く
兵
役
義
務
観
念
に
接
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
は
、
国
家
が
開
拓
を
優
先
さ
せ
な
く
て

は
な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
徴
兵
制
度
を
北
海
道
へ
拡
充
し
よ
う
と
し
た
根
本
な
の
で
あ
る
。

（
あ
べ　

た
け
し
・
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年
）
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［
註
］

（
1
）
一
般
兵
役
義
務
の
前
提
と
な
る
国
民
皆
兵
主
義
が
、
兵
役
期
間
の
延
長
や
免
役
条
項
撤
廃
な
ど
の
法
的
整
備
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
こ

と
は
、
松
下
芳
男
を
は
じ
め
と
し
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
松
下
は
明
治
二
十
二
年
の
徴
兵
令
大
改
訂
に
つ

い
て
、「
免
役
条
項
に
大
制
限
を
加
へ
、
徴
集
猶
予
（
事
実
上
の
兵
役
免
除
）
の
特
典
あ
り
し
戸
主
の
年
齢
六
十
歳
以
上
の
者
の
嗣
子
、

承
祖
の
孫
、
癈
疾
戸
主
の
嗣
子
及
び
戸
主
等
に
対
し
、
断
然
こ
の
特
典
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
国
民
皆
兵
主
義
の
徹
底
に

一
歩
前
進
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
徴
兵
制
度
と
し
て
そ
れ
だ
け
理
想
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
徴
兵
令
制
定
史
』

増
補
版
〈
五
月
書
房
、
一
九
八
一
年
〉
五
四
五
頁
）。

（
2
）『
徴
兵
制
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）、『
天
皇
の
軍
隊
』（
小
学
館
、
一
九
八
二
年
）。

（
3
）『
徴
兵
忌
避
の
研
究
』（
立
風
書
房
、
一
九
七
七
年
）。

菊
池
は
徴
兵
忌
避
の
歴
史
を
三
期
に
区
分
し
、
第
一
期
を
明
治
六
年
の
徴
兵
令
施
行
直
後
に
お
け
る
血
税
騒
動
の
時
期
、
第
二
期
を

明
治
八
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
合
法
的
な
徴
兵
逃
れ
の
時
期
と
し
、
徴
兵
免
除
規
定
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
明
治
十
八
年
以
降
、
昭
和

二
十
年
の
終
戦
に
至
る
最
も
長
い
期
間
を
第
三
期
と
し
た
。
学
生
の
徴
集
猶
予
や
海
外
渡
航
を
除
く
と
、
逃
亡
失
踪
や
身
体
毀
損
な
ど

の
非
合
法
的
な
徴
兵
忌
避
手
段
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
第
三
期
に
お
い
て
、
親
兄
弟
と
も
連
絡
を
絶
ち
、
徴
集
免
除
と
な
る
四
十

歳
ま
で
行
方
を
く
ら
ま
し
続
け
た
こ
と
を
、「
孤
独
の
闘
い
」
と
評
し
て
い
る
。
北
海
道
に
お
い
て
は
、
徴
兵
令
未
施
行
地
へ
の
転
籍
に

よ
る
兵
役
逃
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
明
治
三
十
一
年
ま
で
が
第
二
期
、
そ
れ
以
降
が
菊
池
の
い
う
第
三
期
に
あ
た
る
。

（
4
）
阿
部
剛
「
兵
役
負
担
の
地
域
的
偏
在
」（『
年
報
新
人
文
学
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）。

（
5
）
大
江
は
法
の
盲
点
を
つ
い
た
徴
兵
逃
れ
と
し
て
、「
本
籍
地
を
北
海
道
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
合
法
的
に
徴
兵
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と

が
で
き
、
か
な
り
お
こ
な
わ
れ
た
」と
指
摘
し
て
い
る（『
徴
兵
制
』一
〇
九
頁
）。
菊
池
も
、
北
海
道
が
他
府
県
か
ら
流
れ
て
く
る
合
法
・

非
合
法
の
徴
兵
忌
避
者
を
黙
認
し
、
開
拓
を
進
め
る
た
め
の
労
働
力
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
菊
池
前
掲
書
、
二
八
六
頁
）。

（
6
）
明
治
六
年
に
徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
た
当
初
、
政
府
は
全
国
を
六
軍
管
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
に
鎮
台
を
設
置
し
た
が
、
北
海
道
に
軍
管
は

置
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
明
治
十
年
に
函
館
守
備
の
た
め
に
置
か
れ
て
い
た
兵
卒
を
函
衛
砲
隊
と
し
て
再
編
し
、
徴
兵
令
に
も
と
づ

き
、第
二
軍
管
仙
台
鎮
台
管
下
の
函
館
・
福
山
・
江
差
か
ら
兵
員
を
徴
集
し
た
。
明
治
十
二
年
に
全
国
は
七
軍
管
十
四
師
管
に
分
割
さ
れ
、

北
海
道
に
第
七
軍
管
が
設
置
さ
れ
た
が
、
鎮
台
は
置
か
れ
ず
函
館
砲
隊
は
仙
台
鎮
台
に
属
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
に
全
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国
の
鎮
台
が
師
団
へ
、
軍
管
が
師
管
へ
改
編
さ
れ
る
と
、
北
海
道
は
第
二
師
管
青
森
大
隊
区
に
属
し
た
が
、
函
館
砲
隊
が
明
治
二
十
年

に
廃
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
兵
員
は
青
森
歩
兵
第
五
連
隊
へ
入
営
し
、
函
館
に
は
第
五
連
隊
第
三
大
隊
が
分
屯
し
た
（
旭
川
市
史
編
集

会
議
編
『
新
旭
川
市
史
』
第
三
巻
通
史
三
、二
〇
〇
六
年
）。

（
7
）
明
治
三
十
二
年
に
、
そ
れ
ま
で
独
立
編
成
部
隊
で
あ
っ
た
第
七
師
団
の
正
規
師
団
へ
の
改
編
が
決
定
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
衛
戍

地
の
旭
川
移
転
も
決
定
し
、
歩
兵
第
二
十
五
連
隊
を
除
く
部
隊
が
明
治
三
十
五
年
ま
で
に
移
転
し
た
。

（
8
）
こ
う
し
た
地
域
的
な
特
例
は
、
北
海
道
以
外
に
も
沖
縄
及
東
京
府
下
小
笠
原
島
へ
の
徴
兵
令
施
行
を
定
め
た
明
治
三
十
一
年
勅
令
第

二
百
五
十
八
号
に
も
み
ら
れ
る
。
同
勅
令
は
沖
縄
県
に
対
し
、「
徴
集
ニ
応
ス
ル
ト
キ
ハ
従
来
ノ
産
業
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
認
ム
ル
者

ハ
特
ニ
徴
集
ヲ
免
除
ス
」
と
し
た
。
沖
縄
県
の
徴
兵
制
度
に
つ
い
て
は
、
福
岡
且
洋
「
明
治
三
十
一
年
沖
縄
県
施
行
徴
兵
制
度
の
「
特
別
規
程
」

―

勅
令
第
二
百
五
十
八
号
第
二
項
徴
集
免
除
規
程
に
つ
い
て―

」（『
地
方
史
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
年
二
月
）
を
参
照
。

小
笠
原
島
へ
は
、
北
海
道
と
同
様
に
「
転
籍
移
住
シ
開
墾
其
ノ
他
一
定
ノ
生
業
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
転
籍
移
住
ノ
後
五
箇
年
ニ
満
ツ
ル

年
迄
徴
集
ヲ
猶
予
ス
」
と
定
め
、
さ
ら
に
「
転
籍
移
住
ノ
後
本
島
外
ニ
転
籍
シ
更
ニ
転
籍
移
住
ス
ル
者
シ
タ
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス
」

と
の
但
書
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）「
北
海
道
ニ
徴
兵
令
施
行
並
徴
兵
事
務
条
例
補
則
ノ
件
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
二
十
八
年
乾 

貳
大
日
記
十
一
月
」）。

（
10
）
前
掲
『
新
旭
川
市
史
』
二
四
三
頁
。

（
11
）
理
由
書
に
添
付
さ
れ
た
「
北
海
道
中
渡
島
後
志
胆
振
石
狩
四
ヶ
国
人
口
及
徴
集
人
員
比
較
予
定
表
」
に
よ
る
と
、
一
カ
年
の
徴
集
予

定
人
員
数
は
一
九
一
名
と
さ
れ
、
表
１
（
ａ
）
の
明
治
三
十
一
年
以
降
の
数
も
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
。

（
12
）
北
海
道
ヘ
徴
兵
令
執
行
ノ
勅
令
中
疑
義
ノ
件
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
二
十
八
年
坤 

貳
大
日
記
十
月
」）。

（
13
）「
勅
令
第
百
二
十
六
号
ニ
就
キ
疑
義
ノ
件
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
二
十
八
年
十
一
月 

壹
大
日
記
」）。

（
14
）『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
一
日
。

新
聞
は
、
北
海
道
立
図
書
館
・
北
海
学
園
大
学
附
属
図
書
館
・
北
海
学
園
大
学
開
発
研
究
所
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
を
使
用
し
た
。

（
15
）『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
。

（
16
）
同
右
、
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日
。

（
17
）
同
右
、
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
。
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（
18
）
徴
兵
令
第
二
十
二
条
は
、「
徴
集
ニ
応
ス
ル
ト
キ
ハ
其
家
族
自
活
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
確
證
ア
ル
者
ハ
本
人
ノ
願
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
ス
」
と
し
、

明
治
二
十
二
年
の
徴
兵
令
大
改
訂
以
降
、
生
活
困
窮
者
に
と
っ
て
唯
一
の
徴
集
猶
予
条
項
と
な
っ
た
。
そ
の
判
定
素
材
と
し
て
は
、「
一 

戸
籍

写　

二 

職
業
ノ
現
状　

三 

諸
般
ノ
収
入
金
調　

四 

財
産
調　

五 

国
税
地
方
税
町
村
税
ノ
納
額
調　

六 

官
ノ
救
助
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
及
書
類

ノ
写　

前
項
ノ
外
自
活
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
証
明
ノ
材
料
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
定
員
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
民
皆
兵
・
必

任
義
務
徴
兵
制
の
強
化
を
目
指
す
陸
軍
省
は
、
適
用
者
数
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
し
た
（
遠
藤
芳
信
「
１
８
８
０
〜
１
８
９
０
年
代
に
お
け

る
徴
兵
制
と
地
方
行
政
機
関
の
兵
事
事
務
管
掌
」〈『
歴
史
学
研
究
』
第
四
三
七
号
、
一
九
七
六
年
十
月
〉）。

（
19
）
第
七
師
団
創
設
後
、
屯
田
兵
の
担
う
兵
制
上
の
役
割
は
薄
れ
、
陸
軍
省
内
で
も
徴
兵
に
よ
る
兵
士
を
召
募
に
よ
る
屯
田
兵
が
混
在
す

る
の
は
「
軍
事
上
不
便
尠
カ
ラ
ズ
」
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
民
間
主
導
の
開
墾
事
業
と
土
地
を
巡
る
対
立
を
生
じ
た
こ
と
、
町

村
制
と
屯
田
兵
制
の
両
立
が
難
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
明
治
三
十
二
年
の
入
地
を
最
後
に
新
規
召
募
は
停
止
さ
れ
、
明
治
三
十
七
年
に

屯
田
兵
条
例
は
廃
止
さ
れ
た
（
札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
新
札
幌
市
史
』
第
二
巻
通
史
二
〈
一
九
九
一
年
〉
八
一
一
〜
八
一
三
頁
）。

（
20
）「
徴
兵
適
齢
者
人
員
調
査
ノ
件
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
三
十
一
年
乾 

貳
大
日
記
三
月
」）。

（
21
）
同
右
。

（
22
）
前
掲
『
新
旭
川
市
史
』
二
五
八
頁
。

（
23
）
同
右
。

ま
た
、
松
永
は
同
年
三
月
に
あ
ら
た
め
て
「
第
三
条
該
当
者
壮
丁
総
員
ノ
過
半
数
ヲ
占
ム
ル
徴
募
区
ア
リ
、
是
等
ハ
他
ノ
徴
募
区
ニ
比
シ
過

当
ノ
配
賦
ヲ
受
ケ
大
ニ
公
平
ヲ
失
シ
」
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
第
三
条
該
当
者
の
み
を
除
算
す
る
よ
う
求
め
、
陸
軍
省
も
「
各
徴
募
区
ニ
於

ケ
ル
負
担
実
際
非
常
ノ
懸
隔
有
」
と
し
た
が
、
第
三
条
改
正
に
よ
る
屯
田
兵
の
戸
籍
内
の
者
に
対
す
る
徴
集
拡
大
を
ふ
ま
え
、
除
算
の
特
例
は

設
け
ら
れ
な
か
っ
た
（「
徴
集
人
員
配
賦
ノ
件
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
三
十
一
年 

肆
大
日
記
四
月
」）。

（
24
）『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
。

（
25
）『
小
樽
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
八
月
八
日
。

（
26
）
明
治
二
十
九
年
の
適
用
者
は
、
亀
田
外
三
郡
三
名
、
檜
山
外
五
郡
一
名
、
室
蘭
外
五
郡
五
名
で
あ
り
、
渡
島
に
お
い
て
も
四
名
の
適

用
者
が
発
生
し
て
い
る
（
北
海
道
庁
『
北
海
道
庁
第
九
回
統
計
書 

明
治
二
十
九
年
』、
一
八
九
八
年
）。

（
27
）『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
三
日
。
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（
28
）『
小
樽
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
九
月
十
日
。

（
29
）『
北
海
道
庁
第
十
回
統
計
書
』（
明
治
三
十
二
年
）
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
年
に
お
け
る
渡
島
・
後
志
・
胆
振
・
石
狩
四
カ
国
の
本
籍
人
員

が
四
十
六
万
二
九
九
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
カ
国
で
は
九
万
九
四
九
四
人
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
は
後
志
一
カ
国
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。

（
30
）
沖
縄
県
へ
の
特
例
は
、
主
と
し
て
人
頭
税
が
存
在
す
る
宮
古
・
八
重
山
地
方
の
壮
丁
が
徴
集
さ
れ
た
場
合
の
不
都
合
に
対
応
す
る
た

め
制
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
運
用
は
、
勅
令
第
百
二
十
六
号
第
二
条
と
同
様
に
、
徴
兵
令
第
二
十
二
条
と
同
様
の
出
願
・
審
査
方
法
で

あ
り
、「
第
二
十
二
条
徴
集
延
期
規
定
を
補
強
・
補
充
す
る
形
で
の
暫
定
的
な
」
規
定
で
あ
っ
た
（
福
岡
前
掲
論
文
、
四
九
頁
）。

（
31
）「
徴
兵
事
務
条
例
ニ
関
ス
ル
件
（
三
）」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
「
明
治
四
十
年
乾 

貳
大
日
記
七
月
」）。

（
32
）「
徴
兵
事
務
条
例
ニ
関
ス
ル
件
（
一
）」（
同
右
）。

（
33
）「
全
国
徴
兵
表
」
に
よ
る
と
、
第
七
師
団
現
役
兵
数
は
明
治
三
十
九
年
の
三
六
五
四
名
に
対
し
、
師
団
増
設
に
よ
る
陸
軍
管
区
表
改

正
後
の
翌
明
治
四
十
年
に
は
、
四
八
四
八
名
ま
で
増
加
し
て
い
る
。

（
34
）『
小
樽
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
十
月
六
日
。

（
35
）『
函
館
毎
日
新
聞
』
明
治
三
十
三
年
九
月
七
日
。

（
36
）
同
右
、
明
治
三
十
三
年
二
月
二
日
。

（
37
）
北
海
道
庁
編
『
新
北
海
道
史
』
第
四
巻
・
通
説
三
（
一
九
七
三
年
）。

（
38
）
北
海
道
庁
浦
河
支
庁
第
一
課
『
日
高
国
勢
一
班
』（
一
九
〇
三
年
）
三
九
頁
。

（
39
）
明
治
三
十
六
年
の
段
階
で
逃
亡
失
踪
者
が
皆
無
な
の
は
、
日
高
の
他
に
空
知
の
み
で
あ
っ
た
（
北
海
道
庁
『
北
海
道
庁
第
十
五
回
統

計
書 

明
治
三
十
六
年
』
一
九
〇
五
年
）。

（
40
）
及
川
琢
英
は
、『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』『
陸
軍
省
統
計
年
報
』
を
も
と
に
所
在
不
明
者
の
割
合
を
検
証
し
、
一
八
九
〇
年
代
に
は

当
年
適
齢
者
の
約
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
同
〇
・
五
〜
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
一
九
三
〇
年

代
に
は
同
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
減
少
し
た
と
し
て
い
る
（「
徴
兵
忌
避
対
策
と
徴
兵
制
の
定
着
」〈『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
九
五
号
、

二
〇
〇
五
年
六
月
〉）。
本
論
文
が
表
６
に
お
い
て
検
証
し
た「
徴
兵
事
務
摘
要
」に
よ
る
所
在
不
明
数
も
、
同
様
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。

（
41
）
遠
藤
芳
信
『
近
代
日
本
軍
隊
教
育
史
研
究
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
）
五
一
一
〜
五
一
二
頁
。

（
42
）
第
七
師
団
の
特
殊
な
兵
員
徴
集
に
関
し
、
示
村
貞
夫
は
、
第
七
師
団
の
兵
員
が
東
北
各
地
か
ら
徴
集
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
傾
向
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は
昭
和
期
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（『
旭
川
第
七
師
団
』〈
総
北
海
出
版
部
、
一
九
七
二
年
〉
五
五
頁
）。

道
内
市
町
村
史
に
お
い
て
は
、『
豊
平
町
史
』（
豊
平
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
五
四
年
）
が
『
北
海
道
及
樺
太
兵
事
沿
革
』
に

も
と
づ
い
て
師
団
創
設
初
年
の
現
役
兵
数
を
示
し
て
お
り
、
第
七
師
団
に
関
す
る
最
新
の
研
究
で
あ
る
『
新
旭
川
市
史
』
で
は
、
兵
員

徴
集
の
特
殊
性
を
具
体
的
数
値
に
も
と
づ
き
明
ら
か
に
し
、
日
露
戦
争
前
の
現
役
徴
集
率
や
、「
百
分
の
十
二
」
と
い
う
徴
集
割
合
が
北

海
道
の
拓
殖
事
業
を
妨
げ
な
い
数
字
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
書
は
、
他
府
県
か
ら
の
徴
集
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
九

年
の
陸
軍
管
区
表
を
も
と
に
「
関
東
か
ら
東
北
に
か
け
て
の
地
域
に
兵
員
を
依
存
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
が
、
明
治
期
以
降
に
つ
い

て
は
示
村
の
記
述
を
引
用
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
前
掲
、
二
五
一
頁
）。

（
43
）
同
表
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
北
海
道
以
外
の
第
七
師
団
兵
員
徴
集
地
域
は
、
東
京
・
神
奈
川
・
山
梨
・
群
馬
・
埼
玉
・
長
野
・
千
葉
・

茨
城
・
栃
木
・
宮
城
・
福
島
・
新
潟
・
青
森
・
岩
手
・
秋
田
・
山
形
の
各
府
県
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
師
管
増
設
に
と
も
な
う
調
整
は

行
わ
れ
た
が
、
関
東
以
北
の
師
管
か
ら
兵
員
を
徴
集
す
る
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

（
44
）
永
井
秀
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
北
海
道
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
七
五
頁
。

（
45
）
浜
益
郡
各
戸
長
役
場
・
浜
益
村
黄
金
村
組
合
役
場
・
浜
益
村
役
場
・
浜
益
水
産
税
区
事
務
所
・
浜
益
用
水
土
功
組
合
文
書
か
ら
な
る

総
計
九
一
九
点
。
原
本
は
浜
益
村
郷
土
資
料
館
所
蔵
。
本
論
文
で
は
、
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
を
使
用
し
た
。

（
46
）
石
橋
源
編
『
浜
益
村
史
』
三
三
〇
頁
（
浜
益
郡
浜
益
村
役
場
、
一
九
八
〇
年
）。

（
47
）
前
掲
『
浜
益
村
史
』
三
三
一
、三
四
一
頁
。

（
48
）
浜
益
村
役
場
「
徴
兵 

大
正
十
三
年
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
「
は
ま
ま
す
郷
土
資
料
館
文
書
」、
一
九
二
四
年
）、
浜
益
村
「
兵
制

六
十
周
年
記
念
事
業
、
兵
役
上
ノ
所
在
不
明
者
捜
査
書
類
」（
同
上
、
一
九
三
二
〜
三
三
年
）。

（
49
）
浜
益
村
役
場
「
徴
兵 

大
正
四
年
」（
同
右
、
一
九
一
五
年
）。

（
50
）
浜
益
村
役
場
「
徴
兵 

大
正
六
年
」（
同
右
、
一
九
一
七
年
）。

（
51
）
浜
益
村
、
前
掲
資
料
。

（
52
）
及
川
琢
英
「
千
歳
村
と
兵
事
（
一
）―

一
九
二
〇
年
代
の
帝
国
在
郷
軍
人
会
札
幌
支
部
報
『
良
民
』
を
も
と
に―

」（
千
歳
市
総
務

部
主
幹
市
史
編
さ
ん
担
当
編
『
志
古
津
』
七
号
〈
二
〇
〇
七
年
十
一
月
〉
一
五
頁
）。

（
53
）
都
筑
馨
六
・
品
川
弥
次
郎
「
北
海
道
行
政
組
織
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
「
井
上
馨
関
係
文
書
」）。


